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モバイル市場の競争環境に関する研究会（第１６回） 

ＩＣＴサービス安心・安全研究会 

消費者保護ルールの検証に関するＷＧ（第１４回） 

 

１ 日時 令和元年８月２９日（木） １０：００～１２：００ 

２ 場所 TKP 新橋カンファレンスセンター新館ホール 15D 

３ 出席者 

 ○構成員 

  新美座長・主査、相田座長代理、平野主査代理、石田構成員、市川構成員、大谷構成員、

北構成員、木村構成員、黒坂構成員、近藤構成員、大橋構成員、長田構成員、西村（暢）

構成員、西村（真）構成員、森構成員、横田構成員 

 ○オブザーバ 

塚田公正取引委員会事務総局経済取引局調整課課長、内藤消費者庁消費者政策課長、西

川消費者庁表示対策課長、福井独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第２課課

長、山本公益社団法人日本広告審査機構専務理事、濱谷一般社団法人電気通信事業者協

会企画部長、奥田一般社団法人電気通信事業者協会調査部長、井原一般社団法人テレコ

ムサービス協会ＭＶＮＯ委員会消費者問題分科会主査、木村一般社団法人日本インター

ネットプロバイダー協会会長補佐、中町一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟部長代理、

澁谷一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会会長、西川一般社団法人全国携帯電話販

売代理店協会副会長、花岡電気通信サービス向上推進協議会広告表示自主基準ＷＧ主

査・広告表示アドバイザリー委員会委員長代理 

 〇ヒアリング対象者 

  株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式

会社 

○総務省 

谷脇総合通信基盤局長、竹村電気通信事業部長、今川総合通信基盤局総務課長、

山碕事業政策課長、大村料金サービス課長、梅村消費者行政第一課長、山路デ

ータ通信課長、廣瀬番号企画室長、中村料金サービス課企画官、仲田料金サー

ビス課課長補佐、雨内消費者行政第一課課長補佐、東消費者行政第一課消費者

行政調整官 
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【新美座長】  それでは、おはようございます。時間もまいりましたので、ただいまから、

モバイル市場の競争環境に関する研究会（第１６回）及びＩＣＴサービス安心・安全研究会

消費者保護ルールの検証に関するＷＧ（第１４回）の合同会合を開催いたします。皆様にお

かれましては、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 なお、大谷構成員の出席をいただいておりますのに座席表には記載されておりませんの

で、追記していただければと思います。お手元にある座席表の石田構成員の隣に大谷構成員

がお座りになっておりますので、追記していただきたいと思います。 

 また、森構成員と大橋構成員は遅刻されるというご連絡をいただいておりますので、ご了

承いただきたいと思います。 

 また、本日は、冒頭にカメラ撮りの時間を設けておりますので、あらかじめご了承いただ

きますようお願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと存じます。前回までの合同会合におきましては、モバイル市

場の競争促進に向けた制度整備及び利用者利益の保護に向けた制度整備に関しまして、制

度整備に当たっての方向性やその具体的な内容についてご議論をいただいてきたところで

ございます。また、前回の合同会議におきましては、このような取組はその効果などについ

てのフォロー、事後的な分析・検証が重要であって、当研究会としても必要に応じて総務省

や関係団体あるいは関係事業者の皆様からいろいろなことをお伺いするなどして、施行ま

での状況や施行後の状況など関連の取組についてのその状況や効果について注視すること

としていたところでございます。 

 本日は、消費者庁をはじめとして、関係事業者・団体の皆様にお集まりいただきまして、

改正法の施行に向けた取り組みについてお伺いしたいということで本日の会合を持ったと

ころでございます。 

 それでは、議事に入りたいと思いますが、その前に、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせ

ていただきますので、カメラ撮りの方はご退室をよろしくお願いいたします。しばらく時間

をいただきますが、ご退室の方がなければ、そのまま続行させていただきます。よろしいで

しょうか。 

 それでは、議事に入ります。前回の合同会合以降、総務省におきましては、省令案等の審

議会への諮問などを行ったと伺っております。したがいまして、その後の状況について総務

省のほうからご報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【大村料金サービス課長】  資料１に基づきまして、現在の改正法の施行に向けた準備状
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況などについて簡単にご説明をさせていただきます。 

 資料１、おめくりいただきまして１ページをご覧いただければと思います。まず一番上で

すけれども、改正法が５月１７日に公布されました。この改正法について、施行日ですけれ

ども、公布の日から６カ月以内の政令で定める日とされていたところでございますけれど

も、８月２７日に施行日政令の閣議決定が行われまして、記載のとおり、１０月１日から施

行されることとなっております。 

 総務省では、この改正法の５月１７日の公布の後、関係省令などの準備をしておりました。

その過程で、５月１７日の公布の日の後、合同会合でもヒアリングを含めて４度にわたりご

議論いただいたところでございます。この具体的な制度整備につきましては、合同会合でご

議論いただいた内容も踏まえつつ、３番目の欄、４番目の欄にありますように、施行規則及

び関係告示とガイドラインに分けて整理をさせていただいています。 

 このうち施行規則などについては、「関係省令等」と書いているところですけれども、６

月２１日に審議会に諮問し、その後、意見招請をした上で、８月２３日、先週金曜日に答申

をいただいております。その後、官報にて公布する手続を行っておりまして、９月の上旬に

公布の予定となっております。審議会から答申をいただいた段階での施行規則及び関係告

示につきましては、メインテーブルの方々については参考として配付させていただいてお

りますので、ご覧いただければと思います。 

 また、上から４番目の欄ですけれども、ガイドラインにつきましては、７月１３日から意

見招請を行っておりまして、８月１３日に締め切って、現在、寄せられた意見を踏まえた検

討をしているところでございます。こちらにつきましても、関係省令の公布に合わせて公表

すべく手続を進めているところでございます。 

 これらの内容ですけれども、基本的に前回の合同会合でもご議論いただいたところでご

ざいまして、改めてご説明は省略させていただきますけれども、簡単に２点だけその後の状

況をご説明させていただきます。 

 まず合同会合でのヒアリングでソフトバンクより、改正法の規律が潜脱されないよう、新

規契約を条件とする端末購入補助についても規律の対象とすべきという指摘があったかと

思います。こちらにつきましては、前回の合同会合の際には、規律をする方向で検討する旨

ご説明させていただいたところですけれども、その後の検討の結果として、施行規則及びガ

イドラインで規律する方向で対応することといたしました。 

 また、継続利用割引につきましては、前回の合同会合でご説明させていただいたとおり、
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上限を１年間で１カ月分としつつ、審議会に寄せられたご意見も踏まえて、規律の対象とし

た上で、通信サービスの支払いに充てられるなどの流動性の高い利益の提供などこういう

ものに対象を絞ることにしまして、それ以外の利益の提供――ノベルティの提供などです

けれども、こういうものについては、潜脱的なものとなっていないかなどについて私ども総

務省で状況を今後注視していくことといたしました。 

 また、このような省令、ガイドラインという制度整備と並行して、総務省では、上から２

番目の欄ですけれども、６月２０日に携帯電話サービスに係るＭＮＯ各社に対して、改正法

への円滑な移行の確保のための要請を行っております。その要請の主な内容ですけれども、

２ページのとおりでございます。 

 １番、現行の規律を遵守すること。２番、施行前に改正法の趣旨に反する販売が行われな

いよう、旧料金プランや販売手法等を整理・縮小すること。３番、新プランへの移行の円滑

化のための措置を講ずること。４番、体制の整備・システム面の準備を行うこと。５番、契

約期間全体での総額表示の実現に向けた準備を進めること。そして、６番、届出制度の導入

に向けた代理店等への周知・指導を実施すること。この６点となっております。 

 また、それとあわせまして、７番として、１番から６番までの要請に応じて講ずる措置、

また、関係する契約数などの数値を月次で総務省に報告いただくように要請をしておりま

す。１ページにお戻りいただきまして、上から２番目の欄にございますように、毎月末に数

値を報告していただくこと等としているわけですけれども、最初の報告が７月３１日、先月

末に行われております。後ほどヒアリングの中でも各社からその概要、主な点などについて

はご説明いただく予定になっているところでございます。 

 主な内容は各社のヒアリングのご説明資料にあるところでございますが、それとは別に、

参考資料として参考資料１ですけれども、７月３１日の報告の概要を添付させていただい

ております。参考資料１を、簡単にどういうものが入っているかをご説明させていただきま

す。まずページをおめくりいただきまして、１ページからが、報告いただいた内容をもとに、

総務省側でさらに、当然個社の報告ですので若干横並びがとれていないところがありまし

たので、追加的にお話を伺いまして各社横並びをとって、どういう措置を講じてやっていた

だいているのか、今後措置を講ずる予定なのかというのを表にまとめたものでございます。

項目としては、先ほどの要請の１番から６番まであったかと思いますけれども、それに対応

して、１ページから１番、３ページから２番等という形で、６項目に分けて８ページまでで

整理をしております。 
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 また、ページ番号が下についているのですが、９ページから後が、報告いただいた内容の

うち数値に係る部分、契約数などについて、こちらは絶対値ではなくて、１８年４月を１０

０とした指数で推移を示させていただいているものです。９ページが契約数とスマートフ

ォンの販売台数、１０ページ以下、関係のデータを載せさせていただいています。この報告

いただいた数値そのものにつきましては、会議の終了後に回収するものとして、構成員の方

のところにだけ封筒に入れて配らせていただいておりますので、ご参照いただければと思

います。ご発言のときに数値に言及することはお避けいただければと思います。 

 その後、資料１２ページ以下で、各社から寄せられた報告そのもの、数値の部分を除く報

告そのものをつけさせていただいています。１２ページからがＮＴＴドコモ、２２ページか

らがＫＤＤＩ、２４ページからがソフトバンクということになっております。 

 また、その後、２６ページに参考として、昨日現在時点での主要なＭＮＯのスマートフォ

ンの個人用プランの料金の概要をつけさせていただいております。２６ページがＭＮＯで、

その後、２７ページが同様のもののＭＶＮＯのものです。 

 さらに、最後ですけれども、２８ページに、９月からＳＩＭロック解除について中古端末

についても義務化されるということにガイドライン上なってございますので、ちょうど９

月直前のタイミングということもありますので、各社にご協力いただきまして、現在のＳＩ

Ｍロック解除の実施状況について２８ページから２９ページでまとめさせていただいてい

ます。２９ページ、一番最後、ご覧いただければと思います。ＮＴＴドコモは、一番下の欄

の右側ですけれども、中古のＳＩＭロック解除を２月２０日から開始をしており、ソフトバ

ンクも８月２１日から開始を既にしていると。ＫＤＤＩは９月１日から開始予定になって

いるということでございます。 

 資料１の１ページにお戻りいただければと思います。合同会合でもご指摘いただいてい

ますように、本件については、事後の評価・検証が重要と思っております。本日の会合もそ

の側面をある意味持っているものと考えていますが、本格的には１０月以降、評価・検証を

実施していきたいと考えております。そのため、関係するデータに基づく定量的な評価・検

証をできる限り行いたいと思っておりまして、下から２番目の欄ですけれども、関係事業者

から必要なデータを報告していただくための省令、報告規則の改正についても、書かせてい

ただいたような日程で進めているところでございます。 

 この評価・検証のイメージですけれども、３ページをご覧ください。もうこの段階ですの

で、非常に当たり前のようなことを書いていますが、定量的なデータ、また、店頭における



 -6- 

対応などについての個別の調査、利用者アンケート、さらに、端末メーカーも含めた事業者

ヒアリングなどをもとにして、右側ですけれども、駆け込みの状況、新法の遵守状況、また、

通信市場・端末市場それぞれの状況、さらに、既往契約の移行の状況、こういうものについ

て、具体的な方法は今後検討していきたいと思っていますが、関係者のご意見もいただきな

がら、適切に評価・検証を進めていきたいと考えているところでございます。 

 前回の合同会合の後の準備状況は以上のとおりです。 

【梅村消費者行政第一課長】  続きまして、梅村のほうから説明させていただきます。た

だいま全体のスケジュールと、主にモバイル市場の競争促進関係について状況をご説明い

ただきました。１７ページ以降は、利用者利益の保護関係ということで、こちらについても

簡潔にご説明させていただきます。 

 基本的には、電気通信事業者及び販売代理店に対する禁止行為の関係、そして、販売代理

店の届出制度の導入の関係につきましては、６月１８日にいただいた方向性に沿った形で

制度を整備してございます。資料としましては１８ページから２０ページまでが、新たな勧

誘禁止の追加を含めた禁止行為の関係でございます。 

 そして、２１ページからが販売代理店の届出制度の内容になってございます。２１ページ

のところだけ少しだけ言及させていただきます。上の囲みにございますように、販売代理店

の業務の適正性の確保を図るため、改正法によりまして、販売代理店についての事前届出制

度が導入されるところでございます。電気通信サービスの販売代理店たる法人または個人

は、その業務を行う前に総務大臣に対して届け出を行う必要があるということとなってお

ります。また、改正法の施行時におきましては、既に業務を行っている販売代理店は、施行

日から起算して３カ月以内に届け出を行う必要があるということでございます。先ほどの

説明のとおり、施行日が１０月１日となりましたことから、この１０月、１１月、１２月中

に既に業務を行っている販売代理店につきましては所要の届け出を行っていただく必要が

あるといこととなったことをご報告させていただきます。 

 ２３ページまでがこの届出制度の把握する事項とか活用方策等についての資料でござい

ますが、これに関連して参考資料２でございます。こちらを今回お配りしておりますが、施

行日が決まりましたことも踏まえまして、このたび、昨日ですけれども、「媒介等業務受託

者届出マニュアル」、販売代理店の届け出のマニュアルを昨日報道発表して公開しておりま

す。ご参照いただければと思います。総務省としましては、事業者の要請とか説明会の開催

等を進めて、施行に向けましてしっかり制度の周知をしてまいりたいと考えております。 
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 説明は以上でございます。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの総務省からの状況

報告について、ご質問などございましたら、どうぞよろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。特にございませんか。粛々と進めていっていただいているというこ

とのようですが、何かこの辺どうなっているかという確認の事柄もございましたら、どうぞ

遠慮なく質問してください。 

 では、近藤構成員、よろしくお願いします。 

【近藤構成員】  老テク研究会の近藤でございます。立派なマニュアルに、さすがだなと

思いながら見ていました。そうすると、利用者から見ますと、この届出情報をホームページ

上で拝見できるのは、済みません、私が見落としているのかもしれないんですけれども、公

開の日というのはいつごろになるんでしょうか。 

【梅村消費者行政第一課長】  ご質問ありがとうございます。先ほどの資料１の２３ペー

ジに届出情報の公表について書いてございます。名称、届出番号、年月日、通信サービスの

区分、法人番号を公表していきたいと考えておりますが、１２月末までにこの届け出の手続

が行われることを踏まえまして、その後、整理をしまして公表してまいりたいと思います。

時期については詳しくはまだ定まっておりませんが、早目に公表させていただきたいと考

えております。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 

【近藤構成員】  要するに、決まっていないということですね。わかりました。ありがと

うございました。 

【新美座長】  ほかにご質問等ございましたら。はい、どうぞ、黒坂構成員。 

【黒坂構成員】  黒坂でございます。質問ではなく、意見でございます。資料１の３ペー

ジ目、評価・検証のところございます。まず評価・検証していただくというご趣旨には大変

賛同するものでございまして、ぜひこの営みをこれからできるだけ永続的に、恒久的に続け

ていただけないものだろうかと思っております。今回の一連の議論においても、やはりファ

クト――事業者の皆様から提供いただくデータとか、あるいはほかの形で調べるデータと

かが必ずしも従前にそろい切っていなかったというところがございますし、また願わくば

専門家による検証に基づき、それがエビデンスという形になっているというようなことは、

おそらく今後の政策形成で、合理性とか、国民の納得性を考える上で非常に重要な基礎にな

るだろうと思っております。 
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 ですので、定量的なデータとか個別調査とかこういったもの、もちろん時々によって制約

が生じたり、濃淡があったり、あるいは事業者の皆さんが、これはやはり開示できないとい

うことはあろうかと思いますが、ぜひ継続して取り組みを続けていただくような枠組みと

か方法を今回を機に積極的に検討いただきたいと思っております。 

 以上です。 

【新美座長】  これは意見ということですが、大村課長、お願いします。 

【大村料金サービス課長】  ありがとうございます。ご指摘のように評価・検証をきちん

と定性的・定量的に行っていくことが必要と考えておりますので、関係者の皆様にご協力い

ただきながら進めていきたいと思っております。 

 これ、継続的に行っていくことが必要と考えておりますけれども、理想的には通信市場・

端末市場の改革を促すものですので、その改革が成就をしてこのような評価・検証をしなく

てもいいような状況を目指していきたいと思っていますので、永続的に行っていくかとい

うところについては、しなくてもいい、そういう市場になっていただくことを期待しながら、

引き続き評価・検証を行っていきたいと思っております。済みません。 

【新美座長】  ありがとうございます。それでは、石田構成員、どうぞ。 

【石田構成員】  今回の改正は料金体系とかがかなり大きく変わってくるということで

すが、契約をそのまま継続することも可能ということになりますと、実際はどれが正しくて、

この契約は、継続した場合、今度キャンセル料はどうなるのかとか、そのあたりが個別に非

常にわかりにくいかなと思います。ぜひＱ＆Ａか何かの形で、継続した場合のキャンセルの

扱いとか、それとか、手続費用の扱いとか、単に新しいものについての１,０００円のキャ

ンセル料というようなことだけではなくて、かなり細かい、場合分けしたＱ＆Ａをぜひ同時

につくって載せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【新美座長】  ありがとうございます。制度の移行時期にかかわる消費者向けの対応をど

うするかということで、大村課長、どうぞ。 

【大村料金サービス課長】  ありがとうございます。資料の２ページをご覧いただければ

と思います。今ご指摘いただいた点は非常に重要だと思っておりまして、私どもも６月２０

日の各事業者に対する要請の中で、３番ですけれども、新プランへの移行の円滑化のための

措置として、既存の利用者に対する料金プランの移行についての周知徹底を要請させてい

ただいているところです。これは各社によって料金プランの状況などもつくり方も違うと

思いますので、一義的には各事業者においてきちんとその利用者に対して周知をしていた



 -9- 

だくことが重要なのではないかと考えてのものでございます。後ほど各事業者からのご発

表もあると思いますので、そのような中でもご議論いただければと思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。またご議論いただくことになるかと思います。 

 ほかにご質問等ございましたら。どうぞ、横田構成員、お願いします。 

【横田構成員】  すみません、確認の質問です。先ほど少し言及のありました参考資料１

の１０ページにあります、こちらの数値は構成員限りということなんですが、最初これ、資

料を拝見したときによくわからなかったので、ぜひ数値を見せてくださいと要請したのが

私ですので念のため申し添えますと、１０ページの下の図のソフトバンクだけがすごく飛

び抜けているように見えるけれども、これどういうことかというふうな趣旨の質問をして、

今、数値を見て納得しました。 

 最初、提供等していなかったんですけれども、このとき競争上少し頑張ったらこのような

数値ではものすごい数になってしまったと、そういうふうに理解ができました。もしこれ、

報道各位等で何か言及されるときには、そういう趣旨の数字であるということは少なくと

も構成員限りで確認ができましたので、あまりここをとりたてて取り上げていただかない

ほうがいいのかなとはちょっと思ったところであります。確認のための質問でした。 

【新美座長】  ありがとうございます。グラフの読み方を留意する必要があるということ

です。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、総務省からのご報告については以上にしまして、次の議題に移りたいと思いま

す。本日のヒアリング等の進め方について、まずは事務局からご説明よろしくお願いします。 

【仲田料金サービス課課長補佐】  本日のヒアリングの順序等につきましては、お配りし

ております資料２のとおりでございますので、ご覧ください。それから、既に総務省のほう

からご紹介させていただきましたが、参考資料として、総務省が本年６月に携帯電話事業者

に対して行った要請に対する回答をまとめた資料、また、新規契約数等を指数化した資料等

を配付させていただいております。また、構成員限りとして、新規契約数等の実数に関する

資料を封筒に入れて配付させていただいております。こちらにつきましては、会議終了後、

机上に残していただきますよう、お願いいたします。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。それでは、広告関係の取組に関するヒアリングに

移りたいと思います。まずは、消費者庁の表示対策課長、西川様からご説明よろしくお願い
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します。 

【消費者庁（西川）】  消費者庁で表示対策課長をしております西川と申します。消費者

庁では、携帯電話が現在の消費者の生活に本当に切っても切り離せないほど重要になって

いるということを踏まえまして、消費者保護の観点から、景品表示法の所管官庁として、携

帯電話端末の広告表示等の適正化について取り組んできているところです。本日は、消費者

庁が行ってきている取り組みについて、簡単ですが、資料３に基づいてご説明したいと思い

ます。 

 資料３ですけれども、消費者庁では、今年の６月２５日に「携帯電話端末の広告表示等の

適正化について～携帯電話端末の店頭広告表示とＭＮＰにおける違約金の問題への対応～」

というプレスリリースをいたしました。 

 この６月のプレスリリースの内容の前に、資料をめくっていただいて、１５ページの後ろ

にまた別の資料がついております。これは昨年の１１月１３日に公表したもので、携帯電話

等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示について景品表示法上の考え方等を公

表したものでございます。この昨年１１月のプレスリリースで消費者庁は、携帯電話端末の

広告表示において、景品表示法上どういった広告が問題となる可能性があるのか考え方を

公表させていただいたところです。こちらについては、昨年１１月、公表した直後に、こち

らの消費者保護のワーキングで私の前任の課長が説明させていただいたところす。 

 この１１月の公表文を簡単におさらいしますと、スマホが非常に安く買えるように表示

しているにもかかわらず、実際にその価格で買うためには満たさなければいけない条件が

あって、そのことが明瞭に表示されていないといったような場合は景品表示法上問題とな

るおそれがあることを、そういった広告を見た消費者の認識や、あるいは店員の説明につい

ての理解度などについて消費者の認識の調査もいたしましたので、それも踏まえて考え方

を示させていただいたというものでございます。 

 資料３の１ページに戻っていただきまして、今回の今年６月の公表文の中では、消費者庁

が先ほどの昨年１１月の公表後の表示の状況についてフォローアップを行った結果などが

記載されております。１ページの真ん中の上のアというところにありますが、結論から言い

ますと、一定の改善は見られるものの、依然として、端末が安く買えるための条件を明瞭に

表示していない。「詳しくは店員に」と言ったような書き方しかしていない、そういった表

示が見られるということでございます。 

 このことは、４ページに移っていただいて、上のイの消費者意識調査の結果からも伺える
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ことです。この意識調査の結果によりますと、店頭広告がわかりやすくなったと考える方が

２割３割いらっしゃるものの、一番多いのは変わらないという方で１割２割の方はむしろ

わかりにくくなったといったふうに回答しているということです。こういった広告表示に

ついては、１０月１日に制度改正がされるということで今後改善されることを望んでいる

わけでですが、今年の６月時点では店頭広告表示が消費者にとって十分わかりやすいもの

にはまだなっていないのではないかと考えられたところです。 

 こういった形で、携帯電話端末の広告表示には問題が引き続きあるのではないかと思わ

れるところですので、それに対する対応として、５ページですけれども、消費者庁のＷｅｂ

サイトの中に、景品表示法の違反被疑情報を受け付ける専用フォームを６月の公表と同時

に設置したわけでございます。設置以来大体２カ月が過ぎたところですが、いろいろな方か

らいろいろな情報が寄せられています。寄せられた情報については、関係行政機関とも共有

して迅速・適切に対処していくようにしています。 

 それから、今回の６月に公表文においては、６ページですが、いわゆるナンバーポータビ

リティによる乗りかえをしようとする場合に、手続に時間がかかってしまうために違約金

が発生しない期間を過ぎてしまう場合があることについての問題指摘をしたところです。

これについては８ページの真ん中の（３）にも記載がありますが、こういった問題が発生す

る場合があるということについて、各社の店頭広告上で明瞭な説明をしているというもの

が見受けられなかったことを踏まえまして、関係団体に消費者保護の観点から改善策を講

じていただくことを要請させていただいたところです。 

 簡単ですが、説明は以上です。 

【新美座長】  どうもありがとうございます。 

 それでは続きまして、業界の取組といたしまして、電気通信サービス向上推進協議会広告

表示自主基準ＷＧ主査であります花岡様から、それから、一般社団法人電気通信事業者協会

調査部長の奥田様からそれぞれご報告をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【電気通信サービス向上推進協議会（花岡）】  電気通信サービス向上推進協議会の広告

表示のワーキンググループ主査の花岡でございます。従前より取り組んでおります広告表

示の適正化について、きょうは進捗のご報告をさせていただきます。お手元の資料は４番で

す。 

 資料４番のページは２ページ目、１つめくっていただいたところになります。ページ数は

右下に小さく記載がございます。まず３月１４日の消費者保護ＷＧで報告させていただい
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た内容のおさらいですけれども、３点ございました。１点目が広告チェック体制における消

費者モニターを新たに導入することを検討いたします。２点目は、我々の業界でつくってお

ります電気通信サービスの広告表示自主基準及びガイドライン、こちらの改定を進めてま

いります。３点目、店頭広告のオーディットを実施いたします。３点目は、ただいま西川課

長からもご説明がありましたけれども、店頭広告の適正化の取り組みを各事業者として推

進しておりますので、業界団体としてはその進捗状況を外部からオーディットするという

ことです。以上３点を３月にご説明させていただきまして、本日進捗のご報告。 

 それでは、１点目の消費者モニターの導入検討の結果についてですけれども、４ページで

す。まず結論は、導入いたします。手法として、１個目のチェックですが、インターネット

の調査とグループインタビューの調査、両方を検討してまいりました。 

 ２個目のチェック、調査の客観性や即時性、それから、多くの調査結果を収集できるなど

の優位性を考慮しまして、まずはインターネットの調査（定量調査）から着手しまして、今

年度内に実施する予定にしております。本件は、８月２日にサービス向上推進協議会の広告

表示検討部会にて導入を正式決定しております。 

 ３個目のチェックですが、インターネット調査においてどうするかです。条件つき最安値

表示（テレビ広告）に対する消費者のＣＭの理解度や行動意識を分析しまして、当該広告の

誤認リスク度合い等を数値化する、そういうことを検討しております。それから、現在やっ

ていることですが、設問の精査、フリーアンサーに対する追跡質問の方法あるいは分析・結

果レポートの形式、調査全体設計について準備を進めております。これは６月のモニタリン

グ定期会合のときに黒坂先生からご指摘もありましたけれども、インターネットのバイア

ス、それから、事業者のバイアス、そういったものは調査設計に考慮が必要だというご指摘

もいただいておりまして、今、調査会社とその点も含めて精査をしておるところでございま

す。 

 それから、４個目のチェックです。グループインタビューについては、インターネット調

査の状況なども見つつ、手法や内容等を引き続き検討してまいります。 

 それと、次のページで５ページです。条件つき最安値表示というのは一体何が対象になる

かということは、四半期ごとに実施しております広告表示検討部会というＣＭのチェック

の有識者の機関がございますが、そちらでスクリーニングをし、消費者モニター調査のほう

へ送るという手順にしてまいります。また、③ですが、調査結果の活用について、個別の事

業者に通知するかどうかというところも引き続き検討しております。調査結果が欲しいと
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おっしゃっている事業者もいるんですけれども、調査が全事業者のものが対象になるとは

限りませんので、そのあたりのバランスを考えていくということです。 

 次の６ページは、今申し上げました体制の図でございますので、参考としてご覧いただけ

ればと思います。以上が消費者モニターに関する進捗のご報告となります。 

 次に、電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドラインの改定の進捗に

ついてご報告いたします。スライドでいいますと８です。まず１つ目、店頭における広告表

示の課題が昨年から顕在化しておりまして、消費者庁も１１月１３日及び本年６月２５日

に文書を公表されています。 

 改定をするということでこれは進めておりまして、８ページでいいますと、赤いフォント

で書いてあるところです。自主基準ガイドライン改定の方向性に関しては、１つ目のチェッ

ク、主として店頭での料金表示における留意点を追記してまいる予定です。どんなことかと

いうと、購入条件があるにもかかわらず条件の表示が不十分であったり、条件が正しく認識

できない場合、あるいは単に「詳細は店員へ」と記載しているような場合、こういうものは

購入条件の記載を省略しているような広告として不適切な表示となり得るので注意が必要

ですよということを追記していく予定です。また同時に、消費者庁が公表している２つの文

書、こちらもリファーするように、自主基準ガイドラインの中に盛り込んでいくということ

を検討しています。 

 続きまして、スライドの９番、条件つき最安値表示、主としてテレビ広告がありますけれ

ども、そのほかも含めてでございますが、こちらも課題となっております。フォントの赤い

部分でご説明しますが、改定の方向性としては、条件つき最安値表示の留意点について追記

しますが、具体的に留意点というのは、テレビ広告で使用されるＷｅｂ誘導等において、Ｗ

ｅｂサイトやカタログなどで自己に対して適用される料金が正確にわかりやすく記載され

ているような配慮が必要だと。つまり、今のテレビ広告ですと、割引後の金額が記載されて

いて、全ての方がその割引が適用されるわけではない。じゃ、自分は一体幾らになるんだと

いうことが十分にわからないんじゃないのかなというようなことから、補足が必要だと考

えております。 

 それから、２つ目のチェックです。そのほか、固定通信とセットあるいは複数回線契約の

場合２回線目からなどという条件つき最安値表示もございますので、そういった場合は、明

確に別途かかる費用、複数回線契約であるよということがわかるように表示しなさいよと

いうことを追記していくことを検討しています。また、「○○放題」というようなことも今
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回少し見直していこうかなと。 

 あるいは、別表８と呼ばれているところに、文字のサイズ、テレビ広告でいうところの露

出の秒数などの規定がございます。あるいは、別表９には、端末の性能などの単位などが示

されておりますが、これは少々古いものになっておりまして、テレビの画角が４対３のころ

できているものでございますので、１６対９に合わせる。あるいはＷｅｂも、動画広告が全

く視野に入っていない状態のときにつくられている別表８なので、そこら辺も時流に合わ

せて直していく。あるいは速度やデータも、今はもうギガに行ってしまっていますが、メガ

とかキロビットになっているので、このあたりも直していこうと考えています。 

 続きまして、自主基準ガイドラインの方向性は、３点目、Ｗｅｂ広告です。Ｗｅｂも多数、

今、措置命令が出ておりまして、例えば不適切表示としては、本体表示と注釈が離れていた

り、クリックするなどアコーディオンの中に重要な注釈が隠れてしまっているような場合、

これは不適切になり得るので気をつけてくださいというようなことを書いていこうと考え

ています。 

 スライドの１１番は、アドバイザリー委員会で出ている、条件つき最安値表示に関する提

言なので、ご参考としてください。 

 次です。３点目、店頭のオーディットに関してですけれども、スライドでいうと１３スラ

イドになります。３月の時点で既に１回ご報告を入れさせていただいていますけれども、下

線部をご覧いただくと、②の下線部です。今、事業者のほうでチェック方法――頻度、時期、

確認方法、確認店舗数その他取り決めをしているところでございまして、こちらに関してＴ

ＣＡからこの後報告してもらいます。なお、この報告内容が決まりましたところで、我々協

議会のほうでは、定期的にオーディットをしていくということになっております。 

 それでは、ＴＣＡ、お願いします。 

【電気通信事業者協会（奥田）】  引き続きまして、ＭＮＯの広告モニタリングについて

ご説明させていただきます。電気通信事業者協会の奥田と申します。よろしくお願いします。 

 まず初めに、３月の前回の会議の際に、ＭＮＯの店頭チェックにつきましては、事前の審

査のところに重きを置いて実施をしているということをご報告させていただきました。今

回、事後のチェックのところもきっちりと導入することによって、事前と事後できちんと広

告の審査ができるような体制を築いていきたいという趣旨になります。 

 １４ページ目をご覧ください。ＭＮＯの広告モニタリング（事後チェック）の詳細な内容

となっております。まず体制につきまして、ＭＮＯの３社それぞれが各社のチェック体制に
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よってチェックしたものを、ＴＣＡのほうで取りまとめてサ向協のほうに報告いたします。

事後チェックのまず基準につきましては、次のページでご説明します。対象チャネルにつき

ましては、キャリアショップも含めて全店舗となっております。対象物につきましては、店

頭の広告物とチラシです。サイクルにつきましては、半年ごとで、まず第１回目、９月まで

の分を１１月に報告予定です。事後チェックの内容につきましては、違反店舗数とその内容

となっております。 

 基準について、次のページをおめくりいただきまして１５ページ目です。左側に書いてあ

りますのが、お客様の視点から見たときの判断基準となりますが、それらをより詳細にガイ

ドラインに照らし合わせたときの対応したものが右側に書いているものになります。例え

ばでいいますと、２番目にありますお客様に誤認を与えるものにつきまして、第６条にある

ような虚偽、誇大表現、こちら、不利益になるような事実をきちんと説明する旨などが記載

されておりますので、こういった形で進めていくことで、より具体的な内容でチェックがで

きることと、あと、３社で統一感を持った形でのチェックができること、それと、ガイドラ

インに適合した形でのチェックを実現していきたいと考えております。 

 おめくりいただきまして、１６ページ目、こちらが事前と事後で各キャリアで実施してい

る審査の全体像となっております。今までは事前のところのルール整備が主だったんです

けれども、事前のところにつきましても、改めて代理店様に向けて要請文を出したのと、あ

とは、事業者様式に基本的には指定しているという形をとっております。右側のほうに事後

チェックの体制をとっております。こちら、各社の実施方法について詳細に記載しておりま

すので、説明のほうは割愛させていただきます。赤い枠のところが新たな取り組みとなって

おりますので、既存の取り組みに加えて、この形でしっかりと取り組んでいくことで、より

販売現場で健全な広告活動ができるような形で取り組んでいきたいと思っております。 

 ＴＣＡからの説明は以上です。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。それでは……。 

【電気通信サービス向上推進協議会（花岡）】  新美座長、すみません、もう一個報告が

ございまして、４番がございます。 

【新美座長】  じゃ、どうぞよろしくお願いします。 

【電気通信サービス向上推進協議会（花岡）】  続けて、４番に行きます。ページでいう

と１７番、ＭＮＰに関してです。先ほど消費者庁からご指摘がございましたけれども、スラ

イド１８ですが、ＭＮＰにおける違約金が発生してしまう場合があるよと。こちらに関して
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は、内容はご説明いただいたとおりでございますが、業界全体の問題であって、速やかな対

応が必要だということをご指摘いただいておりまして、ＭＶＮＯ、ＭＮＯいずれも対応に着

手をしております。 

 資料でいいますと１９ですが、ＭＮＯに関しての内容が書いてございます。それから、資

料の２０、２１、こちらはＭＶＮＯ。ＭＶＮＯの場合はたくさんの事業者さんがおいでにな

るので、テレコムサービス協会のホームページを１つ共通として注意喚起を促し、各事業者

さんはリンクを張ってこちらのほうへ誘導するというようなこと、それから、２１スライド

では、既に対応をしていただいているＭＶＮＯ事業者様のサンプルを載せさせていただい

ております。 

 以上でＭＮＰに関しては終了しまして、全体のスケジュールが２２ページに書いてござ

います。１番、２番、３番、そして、きょう追加になりましたＭＮＰに関してスケジュール

が書いてございます。３月の時点と少々変更になっているのは、１番の消費者モニターのと

ころで、１０月から運用開始ということを予定しておりましたけれども、今、準備・精査に

もう少しお時間をいただけないかなというところで、青くしております実施準備期間とい

うふうに記載してございます。ほかは変更はございません。４番は追加になっております。 

 以上で説明を終わります。 

【新美座長】  どうもありがとうございます。それでは、広告関係についての取組状況を

ご報告いただきましたが、この点につきまして、どうぞご質問等ございましたら、よろしく

お願いします。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

【西村（真）構成員】  ご説明ありがとうございます。資料４の１４ページでＭＮＯ広告

モニタリングというページなんですが、ＴＣＡとサ向協のチェックの内容の違いがわかり

づらいので、ＴＣＡではあまり評価せずに、サ向協のほうで評価をもらうみたいに書いてあ

るように見えるので、その辺の役割分担を教えていただきたいのと、これを見ると、一応、

チェックしますと書いてあるので、チェックの結果よろしくなかったものについては、どの

ような対応をされていくのかというのもご説明いただけるとありがたいと思います。 

 あわせて、広告表示適正化の仕組みということで１６ページにいろいろ書いていただい

ていて、事後のチェックは各社いろいろやっていただけるということですが、広告を見るの

はやっぱり消費者が一番多いと思いますので、どのぐらい情報が集まるかはわかりません

が、ＴＣＡのほうで、消費者からの、こんなよろしくない広告があったよみたいな情報提供

を受け付けるような仕組みがあればいいのかなと思っております。 
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 以上です。 

【新美座長】  今の点に関連してございましたらどうぞ。はい、ＴＣＡから。 

【電気通信事業者協会（濵谷）】  ＴＣＡでございます。まず１４ページのところでござ

いますけれども、ご指摘ありましたように、ＴＣＡとサ向協でどういうふうに役割分担する

かというところについていいますと、まだ今から始めるというのが正直なところです。ただ、

ＴＣＡでは取りまとめをし、中身についてしっかり集まっているかどうかをチェックしま

す。サ向協では、その内容についてオーディットしますという、ぼんやりとした言い方では

ありますが、そのような分担になるのかなと思っております。 

 また、１６ページのところで、事後チェックについてユーザーの声ということでございま

すが、ここについては、現状、ＴＣＡコールセンターがございますが、主に販売に関する苦

情問い合わせ等でございますので、この点については持ち帰り検討させていただきたいと

思います。 

 それと、あとは、１３ページ目のところにありますように、事業者の事後チェックの内容

の報告については、ごめんなさい、③の下線部のところ、報告内容の形式や時期等詳細は事

業者と検討を進める。報告内容の概要は、事業者名を伏せてＷｅｂサイト、サ向協のホーム

ページで公開する予定にはなっておりますということは申し伝えておきたいと思います。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問、ご意見ございますか。では、北構成員、お願いします。 

【北構成員】  北でございます。消費者庁さんに質問です。景表法違反被疑情報提供フォ

ームに日々情報が寄せられているということですが、先ほど関係各社と情報を連携しなが

ら対処していくというお話でしたが、もう少し具体的にこの情報をもとにどのようなアク

ションをにとられているのか、そして、消費者庁さんとして、それを受けて何か具体的なア

クションをとられる予定があるのかについてお聞かせください。 

【消費者庁（西川）】  ご質問ありがとうございます。違反事件の処理に関することなの

で詳細はなかなか言いがたいものがございますけれども、こういったフォームに寄せられ

るものも含め、消費者庁にはいろいろな情報提供、景品表示法に違反しているのではないか

という情報提供が、消費者の方からも、事業者の方からも寄せられるところでございます。 

 そういった情報は、どういう事業者が、どの地域の事業者が行っているのかといったこと

も踏まえて、都道府県や、あるいは公正取引委員会の地方事務所に調査をしてもらうという
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ことがあります。それからあと、もちろん消費者庁自身でも景品表示法に基づく調査を行う

ということです。 

 調査を行った結果、景品表示法に基づく措置命令が必要なものであれば、所要の手続に沿

って処分をするということでございます。それに至らないものであれば、指導ということも

あり得ます。総務省様とも、今後この点についての協力は深めていきたいと思っております。 

 一般的なお答えですけれども、そういうところです。 

【新美座長】  よろしいですか。 

【北構成員】  ということは、今のところ、措置命令に当たるようなひどい事案がないと

いうことなんですね。 

【消費者庁（西川）】  ですから、それは本当に違反事件に係るものなので、事案がある

とかないとかここで申し上げることはできません。 

【北構成員】  了解です。 

【新美座長】  ほかにございますでしょうか。では、西村構成員、お願いします。 

【西村（暢）構成員】  ご説明ありがとうございました。私のほうからも消費者庁のほう

に質問という形をとらせていただければと思います。基本的にこういった総務省の制度枠

組みができまして、実際に事業者のほうから価格が設定されて、そこへ対応していくのは消

費者庁ということに法執行の面からはなってくるかと思っています。先ほどご説明ありま

したとおり、ＴＣＡやサ向協、消費者団体からの情報、あるいはそういった情報の整理、そ

れから、連携というのは当然そのとおりで、非常に心強いと思っておりますので、推進して

いただければと思います。 

 質問というのが、例えば今、消費者庁が持っている権限の中のルールの中で、何か携帯業

界だけに対応するような、告示レベルか何かよくわかりませんけれども、特定業界に対する

対応というようなものは考えておられるのかどうか。ニュースリリースは結構こういうふ

うなことで頻繁にはされておられるんですが、より具体的な形で何か示されるような可能

性はお考えなのか、お聞かせいただければと思います。 

 以上です。 

【消費者庁（西川）】  ご質問ありがとうございます。特定の業界に関して例えば景品表

示法上のルールを定めるということで、おそらく先生がイメージされているのは、景品表示

法の不当表示に関する告示の指定ということをおそらくイメージされているのかなと思い

ますけれども、確かに現時点においては携帯電話分野に関する告示はございません。ただ、
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これは本当に一般論ですけれども、今後１０月１日を経てどういった形で表示が変わって

いくかということも踏まえて、継続的に考えていかなければいけないことです。現時点にお

いてのスタンスは、その点について消費者庁はやるともやらないとも決まっているという

ことではないということです。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 

 ほかにございますでしょうか。では、どうぞ、木村構成員。 

【木村構成員】  私も広告サービスの資料４の１３ページのところです。事業者の事後チ

ェックとかあるんですけれども、チェックした内容がきちんと是正されているかどうかと

いうところは確認する方法とか、そういう検討はあるんでしょうか。 

【電気通信事業者協会（濵谷）】  具体的な計画をしているところは特に今のところはご

ざいません。 

【木村構成員】  これはちょっといかがなものかとチェックして、それがそのままだとや

はり困りますので、そこがきちんと直されないと消費者としては困ると思うので、そこまで

きちんとフォローしていただきたいなと思っています。 

【電気通信事業者協会（濵谷）】  わかりました。 

【新美座長】  今の木村構成員の質問に関連するんですけれども、今年の私法学会でも、

ハードローかソフトローか大議論がありますが、ハードローは権力を使うからできるだけ

ソフトローで処理したいということなんですが、何がソフトローかというのは非常に大き

な問題であります。要するに、ルールなのか、単なるお題目なのかという違いがソフトロー

と言えるか言えないかという問題ですね。ですから、木村構成員がおっしゃったように、違

反があったらどんなサンクションであるのか。同じ同業者組合の中で、同業者の中でサンク

ションが何らかあればそれはソフトローだ、あるいはコード・オブ・プラクティスだという

ことで承認されるけれども、何にもなければ、それは単なるお題目じゃないかという扱いを

するのが通例なんですね。 

 ですから、ここで自主基準とか言うんだったら、基準に違反したらどういう処置がなされ

るのかというのをはっきりさせておかれると信頼が高まりますし、それがありますと、消費

者庁もそちらにかなりの部分をよろしくということでお願いできるだろうと思うんです。

その辺がちょっと曖昧なものですから木村構成員のおっしゃったようなご質問が出るんだ

ろうと思いますので、ぜひそのあたりをお考えならばよろしくお願いします。 

【電気通信サービス向上推進協議会（花岡）】  サービス向上推進協議会のほうからでご
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ざいます。ただいま新美主査からのご指摘がございまして、我々がつくっています自主基準

ガイドラインにおいては、表示のあり方あるいは消費者に誤認を与えないような表示をど

ういうふうにしていくのかというところでございます。今ご指摘いただいた内容はもちろ

ん含めていかなければならないんですが、運用としましては、店頭広告表示で違反あるいは

不当と思われるようなものがあった場合にどのような対応をしていくのかというのは、Ｔ

ＣＡもそうなんですけれども、やはり各事業者と販売店様の間のご協力関係も必要なのか

もしれませんので、サ向協のほうでは、そのあたりの体制もどうするのかというのを、②に

記載させていただいているようなところで内容を我々のほうでもウオッチしていきながら、

事業者のほうも適切な運用を行っていただけるように努力を重ねてまいります。 

 以上でございます。 

【新美座長】  どうもありがとうございます。 

 じゃ、平野主査代理。 

【平野主査代理】  今の資料の６ページ目を皆様ご覧いただきたいんですが、今の体制と

いうのは、６ページ左側の一番上の機関としては、オレンジ色の下の広告表示アドバイザリ

ー委員会がございます。これは四半期ごとに開催させていただいていて、この今のメンバー

の中では、長田さんも構成員に入っていただいていて、ここでは、テレビとかパンフレット

等を中心にやっていますが、アドバイザーという形で北さんにも入っていただいて、実は店

頭で問題がありますよと。そうすると、我々もそういうことを議論し始めるということです。

言いたいのは、今のようなご批判もあったので、このアドバイザリー委員会のほうにもご報

告とかご連絡をいただいて、それで、しっかりチェックしていこうと、実が上がるようにし

ようと思いますので、ご協力をお願いしたいということです。 

【新美座長】  ありがとうございます。この問題について非常に経験と学識のある平野さ

んからおっしゃっていただいたので、ぜひよろしくお願いします。 

 広告をめぐってはまだまだ質問は尽きないかと思いますが、時間の都合上、一応広告の取

り組みに関しては以上とさせていただきます。 

 続きまして、改正電気通信事業法の施行に向けた取り組み状況に関するヒアリングを行

いたいと思います。まずは、株式会社ＮＴＴドコモ取締役常務執行役員 経営企画部長の藤

原様からご説明よろしくお願いいたします。 

【ＮＴＴドコモ（藤原）】  ＮＴＴドコモの藤原でございます。本日はご説明の機会をい

ただきまして、まことにありがとうございます。お手元の資料５番に沿って説明させていた
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だきますので、よろしくお願いいたします。 

 １枚めくっていただきまして、目次が書いてあります。本日は、まず事業法改正にかかわ

る当社の考えと、改正法施行に向けた取り組み状況、こちらのほうをご説明させていただき

まして、またその後に、課題認識として申し上げたいと思っております。 

 ２ページ目をご覧ください。まず今回の事業法改正にかかわる当社の基本的な考え方で

す。今回法改正により、通信と端末の完全分離、行き過ぎた囲い込みの是正が図られ、お客

様が通信と端末をそれぞれ自由に比較し、選択する事が可能になると考えております。した

がいまして、これによって公正な競争が進展し、モバイル市場全体の活性化が期待されると

いうことで、当社としては今回の法改正に対して賛同しているというところでございます。 

 おめくりいただきまして、次に、当社の具体的な取り組みについてご説明させていただき

ます。４ページ目をご覧ください。まず料金プランについてです。当社は、改正法施行に先

駆けて、端末販売時の通信料金割引を５月で終了しております。６月１日から通信と端末を

分離した新しい料金プラン、こちらのほうを提供しております。シンプルでわかりやすく、

ほとんどのお客様にお得になるプランとしております。既に５４０万を超える申し込みを

今いただいているところでございます。なお、２年契約の見直しにつきましては、省令やガ

イドライン（案）を踏まえまして、改正法に適合したプランを現在検討しているところでご

ざいます。 

 次、５ページ目をご覧ください。端末についてです。通信と端末の完全分離によって、端

末については原則定価でお求めいただくことになります。そこで、購入のご負担を少しでも

減らすため、当社ではみずから粗利の削減により端末価格を引き下げ、また、４万円以下の

スタンダードモデルの端末の拡充等に取り組んでおります。さらに、端末の返却を条件に端

末代金の一部支払いを不要とする、右のほうに書いておりますが、「スマホおかえしプログ

ラム」、こちらを６月より提供開始しております。このプログラムにつきましては、分離モ

デルとして、通信契約の継続を条件としていないものとなっております。 

 ６ページ目をご覧ください。お客様の移行に関する円滑な取り組みについてです。まずは

新料金プランについて、テレビＣＭ、マス媒体、ダイレクトメールでの個別のご案内、また、

ドコモショップ等での対面でのご案内、さまざまな手段によって周知に努めているところ

でございます。そうしたご案内をご覧いただきましたお客様から、ご自身の契約状況や利用

実態に応じて適切に料金プランをご選択いただけるように、Ｗｅｂでの料金シミュレーシ

ョン、こちらのほうをご提供しております。これまでおよそ６５０万のお客様にご利用いた
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だいております。ドコモショップの店頭では、料金相談フェアとして個別の対応ということ

で、これまでも約１００万人のお客様からご相談を承っております。現在、改正法適合プラ

ンについても、適切に対応していくように検討しているところでございます。 

 めくっていただきまして、次、７ページ目になります。改正法施行に向けた準備の状況に

ついて示しております。まずは社内での対応状況です。改正法の趣旨、内容について周知に

努めてまいります。また、社内体制の構築の上で、販売施策の総点検を行ってまいりました。

システムに関しましても、１０月に間に合うように現在、最優先で進めているところでござ

います。一方、販売代理店向けでは、改正法の趣旨等の周知・指導を行っております。期限

までに届け出が行われるように、当社への状況報告を要請する等対応も図っているところ

でございます。 

 続きまして、８ページ目をご覧ください。販売代理店に向けた対応ということで、手数料

の体系の見直しの取り組みについてご紹介しております。具体的には、昨年当初から、サー

ビスの継続状況やスマートフォンの使い方セミナーというようなドコモスマホ教室を実施

しておりまして、それに応じた手数料を設定し、見直しを行っております。これまでの販売

を中心とした手数料体系から、利用の促進につながるショップでの活動、こちらについても

バランスがとれるような体系として取り組んでいるところでございます。こうした点から、

当社では改正法の趣旨を踏まえて、駆け込みの乱売等を目的とした販売奨励金の増額、この

ようなものを実施していないということを皆様にご理解いただきたいと思っております。 

 次に９ページ目をご覧ください。広告表示の適正化に向けた取り組みを示しております。

昨年よりドコモショップに対して、店頭広告、チラシについて当社指定の様式を定めて取り

組んでおります。また、メールやＳＮＳでの価格訴求、こちらのほうは禁止しております。

今年７月には、量販店を含む全ての販売代理店に対して広告表示適正化を徹底するように

改めて要請しているところでございます。事前のみならず、先ほどもありましたが、実地確

認、監査等、事後的な確認の仕組みも導入しているところでございます。 

 なお、ドコモショップで昨今、インターネットによる来店予約を提供しているところでご

ざいます。先日、一部の店舗について、新聞記事によりますと、解約手続は受けられないよ

うな、このような運用をされているというご指摘があった記事が掲載されておりました。こ

ちらについては、確認させていただきましたけれども、一部不適切な設定、所要時間の設定

に誤りがあったということが起因と判明しております。当社としましてはこのような運用

は許容しておりませんので、早急に指導し是正したところでございます。こういった実運用
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のほうも現在から取り組んでいるところでございます。 

 １０ページ目をご覧ください。こちらは参考になっております。先ほどご紹介した店頭の

広告に関する当社の指定様式を参考で提示しております。消費者庁が公表された考え方を

踏まえまして、お客様のご負担額、また適用条件、こちらのほうをわかりやすくご覧いただ

けるように努めているところでございます。 

 これまで当社が取り組んだ状況、取り組みについてご説明させていただきましたが、一方

で改正の趣旨に反する今後の課題についてご説明させていただきます。１２ページ目をご

覧ください。課題は大きく３つあると考えております。１つ目は、駆け込みの乱売に関して

です。資料は、日本経済新聞社の８月９日の記事を転載させていただいておりますが、これ

まで研究会等で懸念されておりました駆け込み乱売、こちらが生じているという記事が新

聞紙上でも指摘されているということです。 

 次のページをめくっていただきまして、こちらのほうに示しますとおり、市場において不

適切な広告表示とか、改正法の趣旨に反した過大な値引き等が行われていると、このような

実態があるということです。加えて、機種変更の残債免除条件とか、拘束力の強い端末の買

いかえサポートプログラム、このようなものも継続されているということで、今後に向けて

は速やかに業界を挙げて適正化に取り組んでいく必要があるというような認識に立ってお

ります。 

 １４ページ目、次のページをご覧ください。不適切な広告の表示という点では、弊社ドコ

モにおきましても、「ネット使い放題」という表示、こちらにつきましては今年５月に消費

者庁より優良誤認表示に該当し得るということで行政指導を受けているところでございま

す。これを受けましてこのような表示を速やかに削除したところでございますけれども、一

方で他事業者におきましては現在も引き続き同様な表現が散見されているということで、

この点につきましては非常に違和感を覚えているところでございます。いわゆる「放題」表

示につきましても、公正化・適正化に取り組む必要があると認識しているところです。 

 １５ページ目をご覧ください。２つ目としましては、既往契約に関する扱いについてです。

今回の法改正では、現在の競争慣行を２年をめどに根絶するとされております。こうした中

で、４年縛りと呼ばれるような端末の買いかえプログラム、このような拘束力が非常に強い

残債免除については機種変更が条件とされています。これでは政策目標である２年を大き

く超え、最長で４年後までも囲い込み効果が続くものとなると考えております。今回の改正

法の趣旨を踏まえますと、機種変更条件、こちらのほうも直ちに撤廃されるべきかと考えま
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す。これまで過去には、総務省の有識者会合においての議論を通じてこういったプログラム

の再加入条件が撤廃された際には、既往契約を含めた見直しもされたことがあるように思

っております。同様な対応をすべきと今回考えているところでございます。 

 最後のスライドになります。１６ページ。３つ目ですけれども、継続利用割引に関してで

す。当社では、長期のご利用のお客様に、感謝のしるしということで「ずっとドコモ特典」

を提供しております。ご契約期間に応じて、お客様には年に１度最大３,０００ポイントを

進呈するようなプログラムになっております。今回改正省令では、１年間で利用料金の１カ

月分の割引を上限というふうになっておりますが、今回フィーチャーフォン向けのプラン

では、進呈ポイントの切り下げを余儀なくされるということで、スマホではなくフィーチャ

ーフォン利用のお客様だけが不利益をこうむることになります。このような不利益変更に

つきましては、たとえ法規制の強化とご説明してもなかなかお客様にはご納得いただくこ

とが難しいのではないかと感じております。既往契約から改正法適合プランにしっかり移

行するということについても妨げるのではないかということで困惑しているところでござ

います。 

 以上になりますけれども、ただいまご説明申し上げた３つの課題につきましては引き続

きご議論いただきまして、必要な措置によって業界全体の適正化を後押ししていただきた

いと考えております。 

 ドコモからは以上になります。ご清聴ありがとうございました。 

 

【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、ＫＤＤＩ株式会社執行役員 渉外・広報本部長の古賀様からご説明

よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩ、古賀でございます。本日お時間頂戴いたしまして、あ

りがとうございます。改正電気通信事業法の施行に向けましたＫＤＤＩの取り組み状況と

いうことで、資料６に基づきましてご説明をさせていただきます。 

 資料めくっていただきまして１ページ目が、本日お話しする内容３つでございます。 

 ２ページ目、施行に向けた準備状況ということで、まず現行規律の遵守についてというこ

とでございます。１つ目は当然、現行の法令・ガイドラインの遵守というのは、これはもち

ろんのことでございますけれども、先ほども議論になっていました広告表示、こちらの徹底

ということは、景品表示法の問題もございますので、販売代理店様に対して対面及び文書で
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通知、そういうことで現行規律の遵守を進めているところでございます。下に、７月２２日

に代理店様向けにした通知内容の概要ということで書かせていただいております。 

 めくっていただきまして、３ページ目でございます。準備状況の２つ目でございますけれ

ども、体制の整備ということでございます。ＫＤＤＩの組織の中で、今まで各支社（地域）

に分散していた組織につきまして、コンプライアンスとか広告の表示の遵守、こういった統

括の部門については本社組織化してガバナンスをしっかりきかせようということで組織改

正を実施しております。改正法施行に向けた準備ということで、代理店対応についてはこの

組織の中で一元化ということで運用を徹底してまいる所存でございます。 

 ４ページ目でございます。システム面の準備ということでございます。今回、改正法の施

行までの期間がかなり限られているということで、施行の期日に間に合うようにというこ

とで対応の準備を進めておるところでございます。特に情報システム、こちらの改修につい

ては、施行期日に向けて可能な限り対応を進めているところ、もし間に合わないものがあり

ましたら、暫定対応も含めて間に合わせるということで取り組んでおるところでございま

す。 

 ５ページ目でございます。２つ目のテーマ、施行までの業務の適正化ということで、１つ

目、対応の状況でございます。まず改正法の趣旨、これを踏まえた準備の徹底ということで、

社内の関係部門への周知を７月１２日に行っております。特に法律改正を直接の動機とし

てお客様へ早期購入をあおるような駆け込み、あおり、こういったものの表現の禁止を徹底

するようにということで、社内関係部門にしっかりやるようにということで周知しており

ます。こういった周知に基づきまして、各営業部門から代理店様に対しましては個別に指

導・監督ということで実施しているところでございます。 

 ６ページ目でございます。業務の適正化の２つ目でございます。改正法の趣旨に反するよ

うな料金プラン、こういったものの整理・縮小の取り組みでございます。改正法の趣旨に反

する料金プランの新規受け付け停止、整理・縮小ということで順次公表しているところでご

ざいます。１つ目が、５月に主力のスマホ向けのプランの受け付け終了の公表ということで、

いわゆる毎月割の対象となるスマホのプランにつきましては８月３１日で新規受け付け終

了というようなこと。２つ目が、端末購入プログラム、我々アップグレードプログラムと呼

んでおりますけれども、これについては９月３０日で新規受け付けを終了しますというこ

とで８月１日に公表をさせていただいております。 

 ７ページ目でございます。これまでの取り組みということで、改正法適合プランへの移行
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の円滑化というようなテーマでございます。１つ目が、分離プランの推進でございます。Ｋ

ＤＤＩは、他社に先駆けまして分離プランをもう２年前の７月に導入しております。いわゆ

る「ａｕピタットプラン」、「フラットプラン」ということで、おかげさまで１,５００万の

契約を突破しているということでございます。特にａｕピタットプランにつきましては、当

時の消費者のいろいろな保護ルールの研究会の中でも、利用実態に応じた料金プランへの

見直しということで言われたことでございますので、これにマッチしている、特にスマホを

初めて利用するような方にマッチしたようなプランではないかなと考えております。 

 一方で、昨日ですけれども、データ容量、これの上限のないプランの拡充を発表させてい

ただきました。「ａｕデータＭＡＸプランＮｅｔｆｌｉｘパック」というものでございます。

これにつきましては、いわゆる２年契約、これの解除料の１,０００円、あと、２年契約と

２年契約なしプランとの値差、これを１７０円ということで、今回の法令で決まりましたル

ール、これに適合するというようなものをまたこれも他社に先駆けまして発表させていた

だいておるというようなところでございます。 

 ８ページ目でございます。左側、分離プランの契約者数ということで、いわゆる毎月割を

適用するものはもうほとんどなくなってきておりまして、基本的には分離プラン、この１,

５００万のところに移ってきているというところでございます。ａｕピタットプランにつ

きましては新しいものに移っておりまして、段階的に右にあるようなもので、使った分だけ

お支払いいただくというようなことになっております。 

 ９ページ目でございます。改正法適合プランへの移行の円滑化ということで、１つ目がこ

れまでの取り組みでＷｅｂの料金シミュレーションということでございます。Ｗｅｂにお

きましては、お客様がグラフでまずご利用状況を直感的にチェックしていただけるという

ことで、絵でいいますと左側、毎月どれぐらい使うのか、１日当たりでどれぐらい使うのか

という詳細をご自分で確認できるようになっております。真ん中にイメージ図が、月別のも

のが書いてあります。あと、これに基づきまして、「かんたん１分」シミュレーションとい

うことで、どんなふうに使いますかということを簡単にチェックしていただきますと、最適

な料金プランができる。さらにそれを変更することができると、こういった動線を設けてい

るというようなことでございます。 

 １０ページ目でございます。店頭の料金のシミュレーションということです。やはり自分

でやるのはなかなかというようなお客様もいらっしゃいますので、ａｕショップにおきま

しても、やはりお客様のご利用実績に基づきまして、お客様からお聞きした利用スタイル等
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をもとに最適な料金プランをご案内するというようなことでございます。こういった取り

組みによりまして、改正法の適合プランへの移行の円滑化を進めているというようなこと

でございます。 

 弊社の取り組み状況の説明につきましては以上でございます。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、ソフトバンク株式会社渉外本部長の松井様から説明をお願いしま

す。 

【ソフトバンク（松井）】  ソフトバンクの松井です。本日発表のお時間をいただきまし

て、ありがとうございます。それでは早速、資料７に基づきましてご説明をさせていただき

ます。 

 ページをおめくりいただきまして１ページ目、本日はこちらにある４点についてご説明

をさせていただきたいと思います。 

 ３ページ目をおめくりください。まず改正法施行に向けた準備状況ですけれども、こちら

に関しては、２０１９年５月から全社的なプロジェクト体制を構築いたしまして、仕様検討

とかシステム構築等の法施行のために必要な準備を優先的に、社内で最優先で実施してお

ります。具体的には、このページの下の図にありますような、関連部門間での週次ミーティ

ング等を行って適宜密な連携を図って、行き違いのないようにということで細心の注意を

払っております。 

 ページをおめくりいただきまして、４ページ目です。総務省殿の要請の発出以降、新たな

制度とか、主に代理店様の届出義務などにつきましては、各代理店様を含む関係各所への十

分な周知・説明を実施中です。特に代理店様に関しましては、制度概要とか、届出マニュア

ルを含む解説文書みたいなものを、かなり大部なんですけれども、作成させていただいて、

全国複数箇所での制度概要の説明を兼ねた会合みたいな形で開催してご理解をいただくと

いう試みを引き続き対応しているところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、５ページ目。こちら、参考ですけれども、代理店様等

への周知・指導等に関して、代理店届出の記載方の解説とか、今回新しくルールになりまし

た分離あるいは期間拘束のルールの解説を行った資料を一部抜粋しておりますので、後ほ

どご覧いただければと思います。 

 次に６ページです。これは一例としまして、端末分離等の新ルール遵守のための代理店様

との連携フローを随時整備中でございます。例として図で描かせていただいているのが、利
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益提供上限に係る代理店様との連携イメージです。今回の新ルールでは、ご承知のとおり、

事業者と代理店様双方で条件２万円という規律がございますので、両者でそれを超えない

ようにということでお互い通知をし合ったりということで連携スキームをたてつけるとい

うことで、今、営業の部門、代理店様との対応を行っている最中でございます。 

 ページをおめくりいただきまして、８ページ目です。改正法施行までの業務適正化につい

てです。こちらは、消費者庁様とかサービス向上推進協議会様の資料とも一部重複するんで

すけれども、広告手法の適正化のためのルールを随時整備中でございます。１点目としまし

ては、店頭のポスターとかＰＯＰの指定フォーマットへの統一ということ、２点目としまし

ては、ＳＮＳによる価格訴求の全面禁止をやっております。なお、１点目の指定フォーマッ

トに関しましては、今後改めてまた様式の改善についてもやっていくということで社内で

検討を進めているところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、９ページ目。こちらは８ページ目の続きにはなるんで

すけれども、広告関連で販売店様の広告適正化の遵守状況について事後のチェック体制を

整備中です。こちらにつきましては各社ごとに若干差異がございますので、補足させていた

だきます。弊社としては、具体的にはこの資料に書かせていただいているような、店頭の写

真を提出していただいたり、あとは、営業担当が覆面的に適宜店舗を視察する、あるいは違

反があったときに店舗から店舗にそういう申告ができるようなフォームをつくるというよ

うなことで、事後で不適切な広告がないかということをチェックするという仕組みを徐々

に入れ始めている。直近で入れているものもあるんですけれども、徐々に入れ始めていると

いうことです。先ほどの構成員の方のご質問にも関係があるんですけれども、当然ながら、

ここで不適切なものが出てきたものに関しては、適宜改善を図って適正化を図っていると

いうところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、１０ページ目ですけれども、こちらはサービス自体の

見直しについてです。弊社におきましても、施行日に先立ちまして、改正法の趣旨にのっと

った料金プラン対応等を随時実施中です。これまでの取り組みとしましては、２０１８年９

月、端末分離プランの導入を行ったのに続きまして、今年の１月には、端末購入条件の通信

料割引である、月月割と弊社ではいうんですけれども、そちらの受け付けを停止しておりま

す。 

 今後の取り組みなんですけれども、こちらに関しましては、施行は１０月１日ではござい

ますが、施行日を必ずしも待たずに、２０１９年９月前半以降、改正法に適合した料金プラ
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ンを先行導入するということについても検討中です。こちらは詳細を改めて近日中に対外

発表させていただきたいと考えております。 

 １１ページ目をおめくりください。こちらは先ほどのに関連してですけれども、端末分離

プランを早期に導入していたということもあって、端末購入条件の通信料割引適用の新規

契約数は減少傾向です。グラフを見ていただくとわかると思うんですけれども、前期と今期

のファーストクオーターで比べますと、約７割減ぐらいにはなっているというところです。

Ｙ！ｍｏｂｉｌｅのほうがまだ分離に対応しておりませんので、７割ぐらいになっていま

すけれども、ソフトバンクブランドだけでいうと、もっと、９割とかという数字になるかと

思います。 

 ページをまためくっていただいて、１３ページ目、改正法適合プランへの移行の円滑化で

す。こちらにつきましては、改正法適合プランの訴求のために、各種の取り組みによるご案

内を実施する予定で検討を進めております。具体的には、本年開始しました最適料金案内サ

ービスとか、マス向けのカタログ・テレビＣＭ・Ｗｅｂなどでの新プランの訴求、あるいは

店頭にお客様が来られたときの料金プランの案内、こういったことを通じて、改正法に適合

した新しいプランへの移行を促していきたいと考えております。また、適宜、移行状況も見

させていただきながら、その他の追加施策に関しても実施することを検討しております。 

 最後に１５ページ目です。本件について弊社で考慮していただきたい点を簡単にまとめ

させていただいていますので、読み上げさせていただきます。まず１点目に関しましてです

けれども、改正法施行に向け、これは当然なんですけれども、事業者として最優先で準備を

進めて、代理店様とも連携を密に行うことで、お客様に迷惑をおかけしないということが第

１だと思いますので、最善を尽くしていきます。 

 一方で、やはりガイドラインレベルではまだ確定ができていないようなディテールの部

分等がありますという点とか、法施行が今回１０月１日ということで決まりましたけれど

も、そこまでで極めて限られた時間しか残されていないという点がございますので、施行ま

での各種対応とか、施行に先立つ業務の適正化等で、もちろん最大限の努力はするんですが、

十分に行き届かないような部分が、今々これが間に合わないとかいうものがあるわけでは

必ずしもないですけれども、生じる可能性がある点についてはご配慮いただきたいなと考

えております。 

 資料は以上となります。弊社からのご説明については終了させていただきます。ありがと

うございました。 
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【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、楽天モバイル株式会社渉外部長の鴻池様、よろしくご説明お願いし

ます。 

【楽天モバイル（鴻池）】  楽天モバイルの鴻池でございます。本日はご説明の機会をい

ただきまして、ありがとうございます。 

 まず、資料８の１ページ目をよろしくお願いいたします。まず当社における改正法施行に

向けての準備状況になります。当社では、２０１４年より提供しているＭＶＮＯのサービス

に加え、１０月開始予定のＭＮＯサービスについても改正法の適用対象となります。双方に

つきまして、適合する料金プランの準備や総額表示の実現、改正以前の旧条件での契約者に

対する新法条件契約への移行のためのルール整備や受け入れ態勢及びシステム開発・修正

等につきまして、１０月１日の施行日より対応できるよう急ピッチで準備を進めておりま

す。また、届出制度の導入に向けた販売代理店様への周知・指導につきましても、既に対応

を進めております。 

 ２ページ目をよろしくお願いいたします。当社の意見という形で述べさせていただきま

す。改正法対応の準備に関連いたしまして総務省様より出されました６月の要請関連で、当

社より意見を述べさせていただきたいと思っております。 

 この要請の中で、改正法に適合する料金プランへの移行の円滑化のための措置としての

一環として、既存の利用者に対してさまざまな周知手段を用いて料金プランの移行につい

ての周知を徹底すること、こちらが要請されているところだと思います。特に施行から間が

ないタイミングでの契約が自動更新される利用者における周知の浸透については、弊社と

いたしまして懸念がございます。 

 具体的には、更新日を挟んで前後３カ月は違約金なく移行ができるルールとなっており

ますが、特に施行日から間もなくこの期日を迎える利用者に対して周知が行き届かない可

能性があるのではないかと懸念しております。結果、その利用者につきまして２年間の契約

が更新されてしまい、中途で解約するとすれば、例えば９５００円なりの違約金が満額かか

ってしまう。早期に改正法に基づく契約への移行については、十分促進する観点では課題で

あろうと考えております。 

 つきましては、消費者保護の観点から、例えば事業者における周知施策の評価を行う、あ

るいはアンケート等で効果検証を行うなど評価した結果、周知が十分に行き渡ったと判断

されるまでの期間においては、何らかの違約金を減額、あるいは少なくても同事業者の新法
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プランへの移行であれば免除するといった追加の移行施策、移行促進策という、消費者の救

済策があるべきではないかと考えております。 

 ３ページをよろしくお願いします。次に、改正法に関連しまして、ＭＮＰやＳＩＭロック

解除の手続についても意見を述べさせていただきたいと思っております。改正法の基本的

な考え方の文書の６ページにおきまして、ＭＮＰやＳＩＭロック解除の手続のあり方につ

きまして、電気通信事業者による対応の状況を継続的に確認し、さらなる措置の必要性を検

討していくということが言及されております。 

 これにつきまして、ＭＮＰの予約番号の発行については、５月に３社様の対応が完了され

たかと存じておりますが、事業者によりましては、２４時間受け付けをしていただいている

ところ、夜２１時半で終了する事業者の対応と分かれていると思います。ただ、一般的にイ

ンターネットの利用のピーク時間と言われているのは２２時から２４時の間と言われてお

ります。また、インターネットそのものがいつでも利用者の都合で手続ができることが大き

なメリットであると考えますと、受け付け時間に制限があることはあるべき姿からまだギ

ャップがあるのではないかと考えています。 

 また、ＳＩＭロックについて、そもそも今回の改正法の部分では、通話料金と端末料金の

分離の趣旨で、通信役務の継続的利用を前提とした利益の提供については規律の対象とな

ったところです。ですので、ＳＩＭロックの実施するところについては、少なからず継続的

な利用が強制的にならないよう、分離の趣旨にも反することのないよう早急に追加の手当

てを行っていただくということが課題であるとも考えています。 

 ５ページ以降の部分については、以前お話しさせていただいている部分ですので、参照に

ご参照いただければと思います。 

 説明は以上となります。ありがとうございました。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会の会長であります澁谷

様、ご説明よろしくお願いいたします。 

【全国携帯電話販売代理店協会（澁谷）】  全携協会長の澁谷でございます。本日は当ヒ

アリングにお招きいただきまして、ありがとうございます。それでは、資料９に沿ってご説

明させていただきます。 

 めくって、第１ページをご覧ください。全携協では、お客様からの苦情の縮減、それと、

ショップスタッフのＥＳ、これを活動の両輪としてまいりました。特にその一環として、業
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界の健全な競争促進、それと、消費者の保護の強化に向けて真摯な取り組みを進めておりま

す。特に２０１７年、総務省様のご指導のもと、あんしんショップ認定制度を運用しており、

消費者保護にコミットしたショップをあんしんショップとして認定し、消費者の皆様が安

心してご来店できるショップを育成しております。 

 このページの下のイラストにあんしんショップののぼりが掲げられているのがご覧いた

だけるかと思います。全携協としましては、あんしんショップを消費者保護の中核をなすも

のと位置づけております。また、各キャリア様の代理店であるという性格上、法律の遵守を

含む消費者保護につきましてもキャリア様の指導のもとに取り組んでおり、きょうも各キ

ャリアさんから代理店との関係、代理店への指導等についてお話があったと思いますけれ

ども、我々はそれに対して現場からのご意見等を申し上げさせていただきながら進めてお

ります。 

 さて、改正法の施行が近づいてまいりましたが、これは第２ページをご覧ください。今後、

代理店も法規制のより直接的な対象となるということも踏まえまして、これまで以上に健

全な競争促進と消費者の保護の強化に向けて、引き続き各キャリア様のご指導のもと取り

組んでまいります。 

 特にあんしんショップ認定制度の運用に当たっては、これまで以上に消費者の皆様から

あんしんショップへのご信頼をいただけるよう、制度のブラッシュアップを図ってまいり

ます。下の絵は、あんしんショップがキラキラとしているのがおわかりかと思いますけれど

も、具体的には、高齢者対応を含めた各種研修の充実、現場スタッフのモチベーションアッ

プのための好事例の表彰、また、あんしんショップ認知度向上のための各種活動をとり進め

てまいります。 

 最後に第３ページ、全携協の要望とコミットメントを申し上げたいと思います。今回の事

業法改正により目指す姿を実現していく過程において、市場の大きな変化が見込まれます。

これは総務省様からの評価・検証というところでもお話がありましたけれども、今回の改正

は非常に意欲的であるがゆえに、この市場の変化がどのようなものになるか現時点でにわ

かに想定することは容易ではありません。 

 総務省様はじめ関係各位におかれましては、今後の市場状況の変化を絶えず注視してい

ただくとともに、現場を担う代理店の声にも耳を傾けていただきたいと存じます。そして、

年度ごとの振り返りに限らず、必要に応じて臨機応変な規律の見直し等を柔軟かつ迅速に

行っていただきたいと考えております。 
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 特に来たるべき５Ｇについて一言申し上げたいと思います。全携協では、現地視察も含め

まして独自に海外事情についても調査しております。皆様ご存じのとおり、韓国、アメリカ

では既に一部で５Ｇの商用化が開始されております。また、中国においては、まだ商用化は

開始されておらないものの、数多くの端末が既に発表されておって、ショップ等に５Ｇ環境

と端末を実装して消費者が５Ｇを体験することができるようになっております。こうした

動きに日本がおくれをとることがないようにご配慮願いたいと考えております。我々特に

コンシューマーモバイルの世界では、端末の普及が各種ユースケースの発展に必須である

と考えております。 

 全携協は、市場環境が変化していく中でも、先ほど申し上げたように、さらにバージョン

アップされたあんしんショップ認定制度のもと、これまで以上にサービス力を磨き、豊かな

ＩＣＴ社会の実現に貢献してまいります。 

 私からは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。事業者各社さんからご説明をいただきま

した。ただいまのご説明について質疑応答に移りたいと思います。どうぞご発言の方はよろ

しくお願いいたします。では、長田さん。 

【長田構成員】  幾つかご質問をしたいと思います。 

 まずドコモさんのプレゼンの中にあった、代理店の手数料の考え方、仕組みを変えたとい

うお話をいただいていまして、これはとてもよい取組だなと思いました。ほかのＫＤＤＩさ

んやソフトバンクさん、そして、楽天さんもいずれなると思うんですけれども、どういう取

り組みをしていらっしゃるのか教えていただければということです。 

 それから、同じくドコモさんの中に、「放題」という言葉について消費者庁から行政指導

を受けたということが書かれています。それで、１４ページでいくと、ソフトバンクさんも

ＫＤＤＩさんもまだそのままそういう表現を使っているんじゃないかということだったと

思うんです。これは消費者庁さんのほうにお伺いすればいいのかもしれないんですけれど

も、ドコモさんにだけ行政指導なさったのか、それとも、全部にしたんだけども、是正した

のがドコモさんだけだったのかというところを教えていただきながら、もしそうだとした

ら直さなければいけないでしょうしというところで事実の確認をさせていただきたいと思

います。 

 それから、何かいっぱいで申しわけないんですが、ＫＤＤＩさんの昨日発表されたプラン

について、もうちょっと詳細にどういうプランなのか教えてもらえればと思いました。 
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 それと、全携協さんの今回のプレゼンの中身があまり具体的でなかったような気もする

んですが、代理店という事業者として各ショップでの広告についてどういう取り組みをし

ようとしていらっしゃるのかというところを教えていただきたいです。 

 以上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。主に４点ですが、まず最初に、代理店へのある意

味での販売中心から利用促進と販売とのバランスをとってというのがドコモさんから出て

いますけれども、他社さんはその点についてはどういうふうに考えていらっしゃるかとい

うことをまず伺いたいと思います。質問としてはそういうことですので、ＫＤＤＩさんから

順次ご説明いただけますでしょうか。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。代理店様への手数料の見直しということ

でございますけれども、これは当然、市場の状況とか他社さんとかもありますので、そうい

ったことは随時考えているところでございます。特にドコモさんのように具体的に今まで

にこうしましたというところまではまだございませんけれども、そういったことも踏まえ

まして検討しているところということでございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。よろしいですか、長田構成員。 

【長田構成員】  はい。 

【新美座長】  じゃ、２点目が、消費者さんへの……、あ、ごめんなさい。ソフトバンク

さんから順番に。忘れました。申しわけありません。 

【ソフトバンク（松井）】  ソフトバンクです。ＫＤＤＩさんと一緒で、具体的に手数料

どうするといったところまでは社内ではまだきちんと決まってはいないんですけれども、

当然、代理店さんとキャリアに関しては、両輪できちんと市場を適正化していく、活性化し

ていく必要があると思っていますので、代理店さんがきちんと健全な経営ができるような

形を模索していきたいと思っています。 

 大きな方向性としては、やはり端末を販売することによること、あるいは通信契約をとる

ことみたいな形で今、一般的にはインセンティブみたいなものが払われているというのが

ベースではあるんですけれども、それ以外に、我々がもともとから言っているのは、今後、

お客様に対するサポートみたいなところを少し充実化していって、そういったところでも

販売店さんのほうが財源にするような形でキャリア側からもそういったところをフォロー

できないかということを検討していますので、少し多面的な形で、今具体的にどうしますと

いうご回答はできないんですけれども、販売店様ともご相談しながら考えていきたいと考
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えている次第です。 

 以上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、楽天さんのほう、よろしくお願いします。 

【楽天モバイル（中村）】  楽天モバイルでございます。弊社も現時点で何かを変更する

ということを決定してはおりません。しかしながら、ご存じのとおり、１０月以降、ＭＮＯ

化とか大きな変化を予定していますので、その中の一環として検討はしていきたいと考え

ております。 

【新美座長】  わかりました。ありがとうございます。 

 長田さん、よろしいでしょうか。 

【長田構成員】  はい。 

【新美座長】  今のご指摘は、実は例のかんぽ、保険の形でどういうふうにメリットをつ

けていくかというのは現場での行動に影響を及ぼすというのは注目されていますから、こ

の辺はぜひとも事業者各社さんは注意をされていただきたいと思います。何かあったとき

に、こういう構造があるからだということになりかねませんので、重々ご配慮いただきたい

と思います。 

 それでは、続きましてありましたのは、ＫＤＤＩさんに対する質問で、新プランはどうな

っているかを教えてほしいということです。よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。ご質問ありがとうございます。ａｕデー

タＭＡＸ Ｎｅｔｆｌｉｘパックということで昨日発表させていただきました。昨日の発

表会では、実はアンリミテッドワールドということで、５Ｇの時代になるといろいろな制約

から開放される、そういう世界が来るだろうということで発表させていただいた中に１つ、

この料金プランの話がございます。 

 このプランにつきましては、まずＮｅｔｆｌｉｘさんの番組等のいわゆるコンテンツの

料金とセットになった料金が１つの特徴でございます。もう一つの特徴が、いわゆる月間の

データの容量、最近、大容量のプランですと３０ギガとか５０ギガとかありますけれども、

そういった制約がなく、やはりデータの容量については上限が一切ないというような、まさ

にアンリミテッドな世界というようなことでございます。一方で、制約条件も確かにござい

ます。例えばテザリングとか国際ローミングとか、そういったものについては月に２ギガだ

とかそういったものはありますけれども、普通に国内でお使いいただくデータ容量につい
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ては上限がなしというような、そういうプランでございます。 

 対象機種については、４ＧのＬＴＥというようなことで、まだ５Ｇまでは行きませんが、

４Ｇの時代からそういうような料金プランをお客様にご体験いただこうというような趣旨

でございます。提供開始日は９月１３日からということで、これは法令の１０月１日の施行

前に、まさに２年契約の違約金についても１,０００円に下げる、２年契約なしとの料金差

分が１７０円ということで、そういったものを先取りしたものとなっているというような

ことでございます。 

 以上です。 

【新美座長】  長田構成員、よろしいですか。 

【長田構成員】  後で伺います。 

【新美座長】  後でまた詳しく。 

 それでは続きまして、全携協に対しては、もう少し具体的にどうなっているか話してくれ

ということです。 

【全国携帯電話販売代理店協会（澁谷）】  私のプレゼンテーションでも申し上げたんで

すけれども、代理店という立場上、それぞれの広告宣伝等について独自にやるところは非常

に少ないというところがございますので、プレゼンテーションが非常に一般的になってし

まったというのは申しわけないと思います。 

 まず１つの原則として、やっぱり消費者を保護していく、それから、法令を遵守するとい

うことは時に触れ会員にいろいろと話をしておりますし、そもそもあんしんショップとし

ての認定のための大きな条件がそういうことになっているということでございます。 

 全携協独自の活動としましては、例えばルールが変わりましたとか、こういう事案があり

ましたとかいったことがあるたびに、我々の会員様へのご報告、ご紹介といった形で適宜法

令遵守に向けた活動をしております。 

 ということでよろしゅうございましょうか。 

【新美座長】  長田構成員、よろしいでしょうか。 

【長田構成員】  はい。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ほかにご質問……、あ、消費者庁さん、どうぞ。 

【消費者庁（西川）】  先ほどのご質問の、「放題」という表示については、「放題」とい

う表示に限りませんけれども、既に行われている事業者の表示に対して消費者庁が調査を
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したのか、あるいは指導・措置をしたのかということについて公表されるのは、基本的に措

置命令を行った場合だけです。措置命令を行っていないものについて、この表示について調

査をしましたか、指導しましたかというご質問については、済みません、お答えをしかねる

ところです。 

 ただ、これは既に行われている表示についてはということでございまして、これから１０

月以降行われる表示については、ちょっと話は変わるかもしれませんけれども、事業者の方

からもし相談を消費者庁のほうにいただけるのであれば、当方からアドバイスさせていた

だく仕組みは、これは一般的にございます。そういった対応を消費者庁はしているというと

ころでございます。 

【長田構成員】  何か、何となく中途半端なことになってしまうので、結局、広告表示に

ついても考え方の基準を考えるにしても、例えば「放題」というのをどう考えるのかと。先

ほども「放題」については少し考えを変えますというようなソフトバンクさんからの話もあ

りましたけれども、やっぱりそこはみんなが共通の認識を持って共通に対応していかなけ

ればいけない部分があると思うので、消費者庁さんが公表できないとおっしゃったのはわ

かりましたので、別の対応を業界として考えていっていただければいいかなと思います。 

 以上です。 

【新美座長】  今の長田構成員のご心配はそうだと思うんですが、私が個人的に思うのは、

１社こうなって指導したということは、他社さんもよく見ておいてくださいねということ

だと思いますし、それでなおかつやったら、もっと悪質だという心象が形成されますよとい

うことは法律家の一般としてはそう思いますので、他社さんも、もって他山の石ということ

で今後考えていただきたいというのは、私は法律家として言います。これは消費者庁さんは

言えないでしょうけれども、私は一法律家としてそういうふうに思いますので、ぜひとも他

の事業者さんは十分に慎重なご対応をお願いしたいということになります。 

 あと、ほかに。では、北構成員、どうぞ。 

【北構成員】  広告表示についてと、ＳＩＭロックについての質問でございます。 

 まず広告表示ですが、ドコモさんの資料の１３ページにソフトバンクとＫＤＤＩさんの

８月上旬のポスターとＰＯＰがあり本来私役目をとられてしまったんですが、ソフトバン

クさんとＫＤＤＩさんに質問です。これは御社の指定フォーマットでしょうか。 

 それから、私のところにもいろいろな垂れ込みが日々来ておりますが、ここに私が持って

きているチラシはとても見過ごすことができないチラシでございます。たまたま私の目に
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触れてしまったので、黙っているわけにはいきません。「法改正前最終特価８月３１日まで

限定、２万円しか割引できなくなる前に急ごう！」これ、ソフトバンクショップなんですが、

たまたま見つかったということではなく、おそらく全国でこういうことが行われているん

じゃないかと。ソフトバンクさんは、チラシについてはどのようなチェック体制をとられて

いるのかということについて質問したいと思います。 

 ただ、一言意見を申し上げますが、ポスターもチラシも、ＰＯＰは特にそうなんですが、

本当は各ショップさん、代理店さんに自由につくっていただきたいと思うんです。価格訴求

に関する部分についてはしっかりチェックしてくださいというお願いをしているだけであ

って、価格に関係ない新しいサービスを訴求したり、お得なサービスを訴求したりするよう

な広告は、自由にやっていただきたいと思うんですが、何故か全てキャリアがチェックする

みたいなことになってしまっているのは少し残念だということを申し添えておきたいと思

います。 

 それからもう一つ、ＳＩＭロックについてです。参考資料１の終わりから２ページ目の２

８ページのところに３キャリアさんのオンラインでの解除が表になっております。ドコモ

さんはオンラインでも受け付けると。ＫＤＤＩさんとソフトバンクさんは、いわゆる中古端

末についてはオンラインでは解除不可となっております。まずＫＤＤＩさんとソフトバン

クさんに、なぜ解除不可なのかということと、その後にドコモさんに、なぜオンラインで受

け付けているのかということを質問したいと思います。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。まず第１点は、ドコモさんから出していただいた

資料の１３ページで、ソフトバンクさんとＫＤＤＩさん、これは指定のフォーマットのチラ

シとか広告表示かということですが、それぞれお答えをいただきたいと思います。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。ドコモさんの資料の１３ページの右側の

この絵ですけれども、私の存じ上げている、ＫＤＤＩで指定する、ショップでこういうもの

を使いなさいと言っているフォーマットとは異なっております。どこでどうやったのかと

いうのがわからないと、どういう店舗でどういう経緯でなったのかというのはわかりませ

んし、これを放置してあるのか、きちんと対処してあるのかとか、そういったことはわかり

ませんが、いずれにしても我々の指定しているもの、許容しているものではないと感じてお

ります。 

【新美座長】  それでは、ソフトバンクさん、いかがですか。 
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【ソフトバンク（松井）】  ソフトバンクです。広告の件で幾つか弊社にボールが飛んで

きているので、複数お答えします。まず１点目、北さんが今お持ちいただいた、ちょっと詳

細はあれなんですけれども、チラシに関しては、弊社としては既に認知しております。これ

に関しては、代理店さん側の手違いというかミスで配ってしまったということで聞いてお

ります。弊社が指定したフォーマットでもないですし、先ほどおっしゃられたような、事業

法改正まであと何日みたいなあおるようなメッセージをフォーマットとして使うというこ

とを我々として認めているということでもないので、そこは販売店さんの勇み足ではある

んですけれども、基本的に、なので、販売店さんがいけないというふうに言うつもりもなく

て、当然キャリアもそこをチェックしていくということがキャリアの責務だと思いますの

で、対象の代理店さんとはもうお話し済みではありますが、ここに関しては再発防止をきち

んとやるということで対応を図っていくと整理をしているところでございます。 

 もう一点目の、ドコモさんの１３ページ目の店頭のポスターですかね、こちらに関しては、

社に戻らないと確実なことは言えないんですけれども、私が認識している範囲では、弊社が

指定したフォーマットではないのではないかと思います。ただ、いずれにしても、これも先

ほどの話と同じで、きょう弊社がプレゼンさせていただいたように、キャリアが指定したフ

ォーマットしか使えませんということを話をさせていただいていて、もしそれが使われて

いないんだったらそれが問題なので、そこを正す必要があるでしょうと。 

 万が一これが弊社のフォーマットであるということであれば、そこに関しては、多分これ、

幾つか問題があって、画像の関係でよくわからないんですけれども、強調表示と、打ち消し

というか注釈のところの字のポイントのバランスとかがちょっとわかりにくいと。ここに

関しては私の認識では、強調表示の７分の１のルールだったり、８ポイント以上とかという

ようなルールが一定の業界のガイドラインの中でありまして、それを考慮した感覚でざっ

と見るところ、下に何が書いてあるかよくわからないので正確なことは言えないんですけ

れども、それを見ると、そういう一般のルールからは逸脱しているように見受けられるとい

うところがございます。そこに関しては我々としても、これが販売店さん独自のポスターで

あろうが、弊社が指定したフォーマットであろうが、何らかの改善を図りたいと思っていま

す。 

 それに関しては、弊社のプレゼンの８ページ目の中で広告の話をちょっと記載させてい

ただいている部分があるんですけれども、その中の注釈で、指定フォーマットについても見

直しますというようなことを書かせていただいています。この注釈の意味は、広告の注釈の
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改善について整理しますという注釈、注釈の注釈みたいな感じになっているんですけれど

も、そこに関しては弊社としても問題認識をしておりますので、よりわかりやすいような形

に販売店さんと我々の広告部門、渉外部門も必要に応じて入った上で、不適切なものがあれ

ば速やかに対応していきたいと考えている次第です。 

 以上です。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。後半のＳＩＭロックの解除の点は後ですが。 

 あと、広告について、私、今伺っていて思ったのは、広告表示についてはそれぞれあった

んですが、現実にこの表示を見て契約をした人に対して具体的にその店舗はどういう説明

をしているのかというのは把握しているんでしょうか。要するに、広告でこういう表示をし

ておりました。でも、実際はこういう契約ですよというときには、そのギャップについて相

当詳細に説明しないと適正な契約は結べないわけですね。ですから、広告表示の規制の問題

と個別の契約における説明の問題というのは表裏一体で絡んでくる。その辺がどれぐらい

時間をかけてどれぐらい丁寧に説明しているのかというのは非常に気になるんですが、そ

の辺は把握されているでしょうか。ＫＤＤＩさんからソフトバンクさん。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  すみません、広告表示と契約の関係まできっちり追って把握まで

できているかどうかというのはわかりません。 

【ソフトバンク（松井）】  弊社もこのポスターは本日初めて見たので、これがどうなっ

たかというのはわからないんですけれども、ポスターは基本的にお客様の呼び込み的な効

果があって、入っていただいた方には、当然契約をされる上では説明義務含めてきちんとし

たルールがありますので、そこは遵守しているというふうに認識はしておりますけれども、

個別の事情として、この店舗がどうだったかといったところまでは把握できておりません

ので、そこは社内でもきちんと徹底するようにしたいと思います。 

【新美座長】  ぜひその辺はお考えいただいて。広告だからそこで与えた情報は関係ない

ということはありませんで、すり込み効果があったときにそれをどう消すのか、それをどう

適正化するのかというのは説明義務でしかできませんので、その辺の把握というのは重々

しっかりとやっていただきたいと思います。これは質問にあわせて希望も出しておきたい

と思います。 

 では続きまして、ＳＩＭロック解除について北構成員から質問がありましたが、まずイン

ターネットでできないとされているＫＤＤＩさんとソフトバンクさんの事情を聞いた上で、

できるとして行っているドコモさんにお話を伺いたいということですので、今の順序でぜ
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ひご説明ください。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。ＫＤＤＩの場合、契約者の場合は契約者

本人でございますので、店舗でもオンラインでも受け付けが可能ですけれども、今後９月１

日から予定している、契約者以外が中古端末についてＳＩＭロック解除する場合につきま

しては、まず店舗でどんな方が来られたのかということを見ながら解除するというような

運用をしています。オンラインですと、今のところ、どの方がやるのかというのが把握でき

ないということがあって、９月１日の時点では解除不可というようなことで運用するとい

うことになっております。ここにつきましては、何かいい方法があるのか等考えて、今後運

用状況を見直すということも考えていきたいと考えております。 

【新美座長】  それでは、ソフトバンクさん、お願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  弊社も８月に始めていますけれども、基本的には同じような

考えで、本人確認上の問題ということで、今々は中古のＳＩＭロック解除に関してはそうい

った形をとらせていただいていますけれども、やり方があるのであれば、引き続き検討して

いきたいと考えています。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ドコモさん、よろしくお願いします。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ドコモでございます。ＳＩＭロック解除については、まずな

ぜやっているかということなんですけれども、割賦の契約をして一度も支払っていただけ

なくて持ち逃げされることがあります。そういったことを防ぐ観点から実施しているもの

であって、競争制限的な考え、目的ではないということでございます。したがいまして、こ

れまでの議論を踏まえまして、中古端末についてもＳＩＭロック解除には応じたいという

ことで取り組んでまいりました。 

 なぜオンラインのところでやっているかということについては、中古端末も含めてです

けれども、店舗のほうとの対比でそうしています。なぜかというと、店舗のほうに中古端末

をたくさん一度に持ってこられたような方がいらっしゃると、通常の業務が回らなくなっ

て、通常の手続にいらっしゃったお客さんがまた待ち時間が長くなるとか、そういった問題

が発生し得るんじゃないかということを考えまして、また、どうしても手数料をいただくと

いうことにもなりますので、そういった意味からオンラインで中古端末を受けましょうと

いうことにいたした経緯でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。 
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 北構成員、よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかに質問が……、それでは、どうぞ、森構成員。 

【森構成員】  ありがとうございます。初めにご意見を申し上げます。サ向協さんの資料

４、特に広告が今回問題になっていると思うんですけれども、広告表示適正化の取り組みと

いうことで１６ページにご説明を書いていただいて、どういうふうに自主的な取り組みを

されていたかということを書いていただいています。 

 この中身というよりは、やはり脚注とか見ていますと、脚注もそうですし、あと、右側の

事後チェックなんかもそうなんですけれども、結局、事業者によって非常に違う、足並みが

そろっていないということは１つの問題だと思います。足並みがそろわないと、結局、方向

性としては、皆さんきちんとやりましょうということになるわけですけれども、なかなかそ

ろってなければ、やはりどうしてもキャッチーな方向、センセーショナルな方向に流れるわ

けでして、足並みがそろわない、統一的に進められないこと自体、それが１つの問題である

というふうにお考えいただきたいと思います。 

 ここでもう一つ念のために申し上げたいのは、先ほどのドコモさんの資料５の問題事例

として１３ページ、１４ページに出ていますけれども、ここで問題になっているのは、これ

は訴求方法のよしあしみたいなことではなくて、適法性の問題だということですね。景表法

上の問題が発生するということを消費者庁のガイドラインでしっかり書かれているわけで

すから、それに合ったようなものを店頭でもチラシでも出さないといけないということで

すので、その限りではそんな自由裁量はないということです。ですので、適法な書き方をす

るというふうにキャリアのほうで指定する、ＭＮＯで指定するというのは、それは当然です

し、代理店、店舗もそれを受けてしっかりやっていただかなければいけないということだろ

うと思います。 

 どうしてもそろわない、ばらばらにしかいかないということであれば、今回ドコモさんの

資料で、先ほど北さんから役割をとられたという話がありましたけれども、それで、こうい

うことをやるとぎすぎすするわけなんですけれども、仕方ないのかなと思いますので、ぜひ

ともほかのＭＮＯさんも、ご自分のことじゃなくて、他社のことで結構ですので、次回以降、

こういう告発をやっていただきたいと思います。これは消費者ワーキングの構成員からの

要請で渋々やるというたてつけでぜひともやっていただきたい。ご自分のことじゃなく、他

社のことを言っていただきたいと思います。そうすることによって、多少なりとも収束する

方向性が出せるのではないかと少し思いました。 
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 ２点目は、これはご質問なんですけれども、先ほどＭＮＯだけ、キャリアだけの責任じゃ

ないという話がありましたので、全携協さんにお聞きします。資料の中で、資料９ですが、

あんしんショップというものを広くご紹介されていて、これは非常に普及した取り組みに

なっていると思います。私、Ｗｅｂサイトを見てもわからなかったんですが、あんしんショ

ップの認定の基準がどういうものなのかということと、この認定をどのようにしているの

か、どういう根拠で基準を満たしたことにするのかという、この２点について教えていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

【全国携帯電話販売代理店協会（澁谷）】  あんしんショップについては、いろいろな考

え方が当初ございまして、個別に全て調査してやるべきかというのもありましたけれども、

現行の取り扱いは、各代理店さんが取りまとめて、各ショップについてこれだけの研修をや

りました、これだけの誓いをちゃんと守っていきますという宣言をいただいたということ

を前提にして認定協議会で認定をしている。認定協議会は、ほとんどここにおられる先生方

が多いんですけれども、全携協の代表としては私１人で、あとは、有識者の方、それから、

消費者代表の方、オブザーバとして総務省様にも入っていただいて、その場で認定をしてい

く。 

 その上で、毎年４月に更新するわけですけれども、それまでにそれぞれ一定の研修をしま

したということをしっかりとしていただいた上で更新をしている。まだ実例はないんです

けれども、そもそもあんしんショップというのはこういうものだというたてつけに合わな

いショップが出てきたときには、これは個別的に認定を取り消すということはあるという

ことでございます。さらに、先ほどあんしんショップをブラッシュアップしていくという中

で申し上げたのは、やはりあんしんショップの中でも、こういう取り組みをやっている、こ

ういうことをやっているということで、一段進んだ取り組みをやっているということにつ

いて表彰をするとともに、その他のショップにもそれを横展開していくということを今検

討中というか、着手したところでございます。 

【森構成員】  ありがとうございました。よくわかりました。私の意見ですけれども、基

本的には自己申告を受け付けてということですので、認定という表現をするのは個人的に

は抵抗があります。もう一つですけれども、マークを外された実績がないということですけ

れども、これは法令を遵守しているということのマークだと思いますので、これだけ広告に

関する法令違反が問題になる事例が出てくる中でマークを外したことがないというのも私

としては抵抗があります。 
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 以上です。 

【全国携帯電話販売代理店協会（澁谷）】  ご意見ありがとうございました。 

【新美座長】  ほかにご質問……、それでは、黒坂構成員、その後、こちらに移ります。

では、まず黒坂構成員、お願いします。 

【黒坂構成員】  黒坂でございます。２点意見と１点質問がございます。 

 まず意見のほうから先に申し上げます。これは森構成員の意見に追随する形になります

が、ＴＣＡさん及びサ向協さんに意見がございます。先ほどのＴＣＡさん・サ向協さんの資

料の１６ページ目のところ、まさしく森構成員がご指摘されたところなんですが、本来であ

れば、事業者のそれぞれの取り組みの違いが、事業者ではない業界団体からむしろ明らかに

されることによって業界全体の質が向上していくということが期待されるところだと思い

ます。※印とか、あるいは事後のほうで枠内に書かれているところ、こここそが実は重要な

情報ではないかなと私は思っております。逆にそれを整理いただいているのが、総務省の皆

さん、事務局がご用意いただいた資料になっているのかなと思っております。 

 森構成員のご指摘で、事業者の皆さんがお互い他社についてどんどん意見を述べ合おう

ということ、私は基本的な考え方としてはもちろん賛成ではあるんですが、やはり業界団体

があるということは、事業者同士がお互いけんかするだけではなくて、やはり業界団体とし

て一体お互いがお互いどうなっているのかということをちゃんと整理していただいて、問

題提起いただいたり、どういうふうに業界全体を向上させていくのかというような取り組

みの姿勢を示していただくということが必要ではないかと思っています。ぜひ例えばこう

いった資料のつくり方一つについても、今誰が何をやっているのか、やっていないのかとい

うことがわかるように今後取り組まれていただきたいなというのが私のまず１つ目の希望

でございます。 

 ２つ目は、消費者庁の皆様へのご意見なんですが、これも既に出た意見でございます。「放

題」についてです。現状、ここまでの「放題」の取り扱いで、ドコモさんだけなのか、ほか

の２社の皆さんなのかというところも、もちろんイコールフッティングとか、執行の平等性

とかということでいろいろ議論があるかと思います。そこも十分検証いただければとは思

っておりますが、私ちょっと懸念しておりますのは、おそらく今後５Ｇ時代になっていくと

きに、この「放題」という言葉が非常に使われやすい言葉になっていくのではないかと。 

 だからというひもづけという話ではないんですけれども、先ほどＫＤＤＩさんから昨日

発表されたプランの中でも、まさしくアンリミテッドというような言葉がありました。海外
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事例等を見ましても、アンリミテッドって一体何なのだと。つまり、「放題」ということの

ように見えますが、本当に無制限、何も条件のない状態でのアンリミテッドなのか、いやい

や、やっぱりこういう附帯条件があるんですよということなのかということは、おそらく今

後さまざまな議論を呼ぶであろうということが予見されるところでございます。あまり先

回って規制を先んじるということは好ましいことではないと思いますが、ただ、先行事例等

含めていろいろな混乱があらかじめ予見されることであれば、ぜひ研究を深めていただき、

総務省とも連携をとっていただいて、事前に示し得るガイドラインとか考え方とかをご提

示いただくということが１つは期待されるところではないかなと思っております。これが

２つ目の意見です。 

 ３つ目、ここが質問でございます。ドコモさんの資料の１５ページ目を使いながらなんで

すけれども、既往契約のあたりの話です。これはドコモさん以外の事業者のお二方に特に聞

くことになるのかと思います。私自身もこのドコモさんの問題意識だけじゃなく、一般論と

してやはりこの既往契約と、あと、駆け込み、これについては９月３０日まで一体何が起こ

るのかということの懸念を以前からしているところでございます。９月３０日というのは

非常に協会的に悩ましいところでございまして、９月後半になると、新しいｉＰｈｏｎｅが

世の中に出てくるわけですね。まさしく国内で最も重要な商材というか、一番売れる商材で

あるわけですから、新型ｉＰｈｏｎｅについてどのような対策をとられようとしているの

かということを可能な限り教えていただければと思います。 

 また同時に、その話を踏まえまして、総務省の皆様にも、ぜひこのあたりについて引き続

きモニターしていくというようなことを、お考えをお聞かせいただけないかと思っており

ます。 

【新美座長】  ご意見ありがとうございます。それから、ご質問、最後の点について、こ

れ、各社さんにですかね。既往契約どうするのかという問題で、主に既往契約についての対

策のそれぞれのご意見いただきたいということと、それから、総務省はどういうふうに考え

るのかということで、まずドコモさんから順番に事業者さんに楽天さんまでお話しいただ

いて、最後に総務省から話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 ドコモさんは大丈夫ということですので、ＫＤＤＩさんからよろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。まず１つ目の既往契約についてというこ

とでございますけれども、今回法令、法律、省令ができまして、既往契約についてはやっぱ

り悩ましい問題だというようなことでいろいろ議論があったのかと存じます。一方で、我々



 -46- 

の端末買いかえサポートプログラム、アップグレードプログラムでございますけれども、お

客様にはいろいろご説明をした、この条件で機種変更したときに前の割賦４８カ月のうち

の２４カ月が免除されますということでご理解いただいてご契約いただいているというこ

とで、今の議論の結果としては、これについては当面の間はこのまま適用していくというよ

うなことになったのだと我々としては理解しておりますので、ここについてはきちんとお

客様にもご理解をいただいた上で対応はしていきたいと思っています。 

 ｉＰｈｏｎｅについては、我々も今後どうなるのか、新しい端末についてどうこうという

のはなかなか今申し上げられることでもございませんので、こういったものについては９

月にいろいろなことが出てくるかと思いますが、そういったときに決めていきたいという

ようなことしか今の時点では申し上げられません。 

 以上でございます。 

【新美座長】  それでは次、ソフトバンクさん、お願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  既往契約に関しては基本的には移行を促していくということ

に尽きると思いますけれども、誤解のないようにと言うとあれなんですけれども、別に駆け

込みをすることによって既往契約をたくさんふやしたいと思ってやっているわけではない

というのが１点です。 

 新しい機種が出てくるという話に関しては、我々も正しい情報を持っていませんのでこ

こで明確なことをコメントするのは難しいんですけれども、一般論としては、要請もいただ

いていますので、当然ですけれども、季節変動とかもありますけれども、昨年度の４Ｑから

１Ｑにかけてインセンティブとか奨励金みたいなものは減ってきているのと、あと、直近で

６月、７月を比べると、インセンティブ合計でいうと７月のほうが少し減ってきているとい

う状況もございます。基本的にはやはり我々として、要請もいただいているところを念頭に

入れながら、追加的なことはみずからするということは今のところは計画がございません

ので、そういったところで適宜適正を図っていくということにはなろうかと思います。 

 ただ一方でやっぱりちょっと悩ましいのが、これはちょっと本音ベースではありますけ

れども、１０月１日からルールが変わる中で、やはり今ある端末を売っておきたいとか、や

っぱりそういう意向も販売店含めあって、これに関して、我々はもともと駆け込みは結構懸

念をしてこういう場でも意見をさせていただいていたと思ってはいますけれども、いろい

ろな方にいろいろ相談した中で、総務省様とかにも相談をして、要請を出していただいては

いるんですけれども、これを完全に抑制できるかということに関しては、やはりいろいろな
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方に相談をしても、最終的にはマーケット原理もあるので、完全にするのは難しい、なかな

か難しい課題だというような話もあります。我々としてどこまで市場の原理の中で、当然１

０月になったらルールは変わりますけれども、それまでの期間の中でどういうことができ

るのかといったところは引き続き考えていきますけれども、簡単な問題ではないのかなと

いうような認識をしております。引き続き、要請を踏まえて、要請を念頭にやっていくとい

うことしか現時点ではお答えするのはちょっと困難かなと思っております。 

 以上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ちょっと事情が違いますけれども、楽天さんもご意見ありましたら、お願いします。 

【楽天モバイル（中村）】  弊社も新法対応プランへの移行というのは準備を進めており

ます。弊社特有の事情としまして、ＭＶＮＯからＭＮＯへの移行もありますので、結果的に

それを促進することで新法対応プランへの移行も進んでいくと考えております。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、総務省のほうから、今度、どういうふうにお考えなのかということですので。 

【大村料金サービス課長】  まず既往契約の件ですけれども、既往契約についてルールの

特例を設けた趣旨というのは、新法に適合したプラン、このプランが全てのユーザにとって

必ずしも有利になるわけではないということで、それを強要する、全て新法適合のプランに

移行しなければいけないとすることはいかがなものかという、そういう制度的なといいま

すか、法制的なといいますか、そういう観点から、ルールとしてはそういうことにすべきと

いうご議論をいただいて、そうさせていただいたものと考えています。 

 そういう中で、しかしながら、実際の料金プランについてどうするのか、また、比較をし

たときに、新法に適合したプランに移行したほうが有利なユーザはかなりいるのではない

かと。そういうユーザについて、きちんと情報をもとに移行していただく、移行を促進して

いくということは重要ではないかと考えています。具体的にどういうふうに移行を促進し

ていくのか、これはユーザに対してきちんと必要な情報を周知していくということもあれ

ば、一部条件を見直していくというような対応も考えられなくはないということと思って

いますけれども、いずれにしてもこのあたりというのは、各事業者において具体的にご検討

いただくことなのかなと思っております。６月の要請でも、移行促進のための措置はご検討

をお願いしたところですが、今後さらに改正法の施行に向けて各事業者にお願いをしてい

くことによって、ユーザに混乱がないようにしていきたいと思っています。 
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 また、駆け込み系の話については、広告指定フォーマットのドコモさんからいただいたも

のであったり、北さんからご指摘いただいたようなもの、さまざまなものが出てきているよ

うですので、個別に個々のものについてどうなのかというのは置いておきますけれども、全

体としてそのような事象が出てきているのではないかと言われていますので、意図的にや

っているものとは思わないですけれども、そういうものが出てくるということ自体が望ま

しいことではないと思っております。こちらについても、各事業者に個別に、あるいは全体

としてきちんとした対応をお願いしていくようにしていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 では、大橋構成員、よろしくお願いします。 

【大橋構成員】  １つ、まずコメントというか、意見させていただきますが、この事業法

の改正に関して、しっかり対応した者が損を見るようなことは極めて理不尽だと思います。

そもそも公正な競争を促すための法改正であるから、その法改正が新たな競争のゆがみを

生むというようなことがあってはいけないと。そういうものを放置するのはこれまた行政

としても極めて罪深いのかなと思うので、ぜひここのあたりはしっかり対応していただき

たいというのがまず最初に意見をしたい点であります。 

 それを踏まえた上で、６月２０日の要請に基づく報告の中で気づいたところをソフトバ

ンクさんにご質問させていただきたいんですが、これ、２０１８年４月を１００とした数字

が幾つか出ていて、そのうち、端末購入を条件とした通信料金の割引件数と、あと、継続利

用を条件とした端末購入者への利益の提供件数、この双方について、ソフトバンクさんはか

なり突出した数字なのかなというふうな認識をしています。この数字というのは、１０月１

日に向けてどの程度落ちていくのかという数字の見込みを教えていただければなと思って

います。 

 以上です。 

【新美座長】  それでは、この点よろしくお願いします。 

 冒頭に大橋構成員はいらっしゃらなかったのであれですが、横田構成員がコメントした

ことについてのご質問だと思いますので、まずそれを踏まえた上でソフトバンクさんのほ

うからご説明いただけますか。 

【ソフトバンク（吉岡）】  継続利用を条件とした端末購入者への利益の提供の件数のこ

とについていいますと、もともと弊社ではこれ自体を従来ほとんどやっておりませんでし
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た。これ、２０１８年４月の数字を基準としてどれだけふえたかというふうなことになって

いますので、もとの件数がとても少なかったので、最近一部施策をやったのがこういうふう

にはね上がって見えているということになります。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。戻る可能性ですか。 

【大橋構成員】  ２点あって、その上の数字もあわせて教えていただきたいのと、この数

字というのは１０月１日に向けてどの程度落としていくのかということです。 

【ソフトバンク（吉岡）】  通信料金の割引の件数については、これは１０月以降はゼロ

になります。下のものについても同様です。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 

【大橋構成員】  はい。 

【新美座長】  それでは続いて、大谷構成員のほうが先だったので、大谷構成員、よろし

くお願いします。 

【大谷構成員】  どうもありがとうございます。主に事務局で整理していただいた参考資

料を見ながら気づいたことを申し上げたいと思います。基本的に意見です。 

 参考資料を見ていますと、特に広告表示としての顧客誘引の手段、冒頭では店頭広告が基

本的に話題となっておりましたけれども、先ほど話題となったチラシなどについては、ドコ

モさんは自主的に事後モニタリングをされているという、よい取り組みをされているかと

思います。やはり顧客誘引の手段は多様でございますので、そのいずれについても漏らさぬ

体制を各社とっていただけるようにお願いしたいと思います。 

 それとあわせてですが、これはやはり駆け込みの需要の話を伺っていきますと、特に不当

広告の例、ドコモさんなどが出してくださったものを見ていきますと、代理店そのものには、

新しい制度についての納得感が十分に行き渡ってないのではないかなという感想を抱かざ

るを得なかったということでございます。法改正の内容については周知の機会をそれぞれ

持っていただき、また、法令遵守の必要性などについては研修の機会をご用意いただいてい

るということですけれども、法律、なぜこういう制度になっているのかといった基本的な思

想というか趣旨が十分に伝わるようなご説明を今後とも、これは代理店もですし、広告表示

のモニタリングをされている皆様も含めてお願いできればと思っております。 

 そのために参考になるのは、事務局で用意していただいた資料の中で、駆け込み乱売につ

いての対策を求めている部分で衆参両院の附帯決議が紹介されているところです。改正法

の趣旨に反した競争、これは事業者間の競争が行われないようにするとともに、ユーザーに
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とってやはり適切なサービス選択が阻害されている現状があるということを踏まえて、そ

れを改めるための法改正であるという原点に立ち返って、その趣旨を理解した対応をとっ

ていただく必要があるものと考えております。 

 それを見ていきますと、いろいろ駆け込み乱売などに消費者心理も相当揺れ動いてしま

うと思いますので、うっかり駆け込んでしまった利用者、判断を迷わされてしまった利用者

に対しての一定の救済策が必要ではないかと思っております。これが総務省の側で対策を

要請している事項の中では、改正法に適合する料金プランへの移行円滑化という中で一括

して語られているところなんですけれども、移行円滑化といっても具体的に何をすればい

いのか事業者の皆様にはまだ迷いがあると思われます。各社から提出された資料を、これ、

参考資料１のほうにとじ込んでいただいておりますけれども、ほとんど厚みがないという

か、中身がない状態になっているかと思います。やはり駆け込みを防ぐというだけではなく、

うっかり駆け込んでしまったという人をどのようによいプランに導いていくのかといった

移行円滑化についての具体的な内容を充実させていただくべく、これからも要請をおそら

く総務省でされていくと思いますけれども、具体的な内容を求めていくようにお願いした

いと思います。 

 それから、３点目となります。今回構成員限りでご用意いただいた実際の数字が非常に示

唆に富んだものになっております。先ほど長田構成員からもご指摘のあったドコモさんの

資料の８ページで手数料・奨励金のあり方を今後見直すというご表明をいただいたところ

なんですが、今後手数料・奨励金がどのように変化してくのか、それが市場構造にどういう

影響を与えるのか見きわめさせていただくためにも、今後もぜひこの実数の提示をお願い

していきたいと思います。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございました。 

 予定の時間を過ぎていますが、市川構成員を最後にしたいと思います。 

【市川構成員】  すいません。それでは短く。基本的には長田構成員や北構成員が適切に

突っ込んでくださったことで明らかになったと思うのですけれども、皆さんが「改正法の趣

旨を守る」とおっしゃっているときに、例えば今回ですとドコモさんがすごく踏み込んで、

経営として、会社としてこの法改正の趣旨にはこのように踏み込んで臨む、だから、先ほど

の販売奨励金の話はこうなる、とされました。これはまさにこの場で議論していた、このよ

うな競争環境に移していこうというのがこの法の決定だからだ、ということだと思ってお
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ります。 

 ただ、それは他の各社さんも同じだと思っています。ちょっと集中砲火になっていました

けれども、松井本部長がもともとおっしゃっていたように、今後こういう形の競争に移って

いくんだということは多分各社さん了解されていると思います。ただ、ここにいらっしゃる

方は了解されていると思うのですが、とても大きい産業ですので、きちんと全体に伝わって

いかず、どうしても最後になると、これを守っていればいいとか、これはやっては駄目だ、

というだけになるというところが問題だと思います、やはりそこが浸透しないと、改正法の

趣旨が伝わったことにならないんだろうなと思います。 

 その意味においては、先ほども総務省のほうからお話がありましたけれども、全会一致で

通っていたかと思いますが、この改正法の附帯決議で、移行に関しての措置をきちんととれ

というのは、これは政府に対しての命令になっているはずですので、この必要な措置を講ず

るというのはそれほど軽い話ではないと思います。まさに整理されている要請の１とか２

などは、そういう競争に向かっていく、先ほど大橋先生からお話がありましたけれども、そ

こにきちんと合わせていく人が正しいということでこの法律をつくったのだということを、

もう一度認識していただければ、ここで議論してきたことが生きるのではないかなという

のが１点です。 

 あと、ドコモさん，ソフトバンクさん、全携協さんの要望にもありましたけれども、移行

は、そうはいっても、ものすごく短い時間に物事をドラスティックに変えているのは間違い

ないので、それに伴う、間に合わないとか、ミスとか、やはりおかしいということは救われ

るべきだと思います。それに加えて、これも指摘が出ていますけれども、丁寧にウオッチし

て、これはまずいということに対しては、私は繰り返し申し上げていますが、臨機に総務省

のほうで適切に介入できるような体制をとっていただければと思います。 

 以上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。まだご質問おありかと思いますけれども、既に時

間も過ぎておりますので、本日、改正電気通信事業法の施行に向けた取り組む状況に関する

質疑応答は終了したいと思います。 

 以上で本日のヒアリングは終了ということにさせていただきますが、発表いただいた

方々、貴重なご意見ありがとうございました。 

 本日は、広告関係についての執行状況と、改正法の施行に向けた関係事業者等の準備状況

などをご議論いただけたと思います。きょう全てが明快になったというわけでありません。
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とりわけ、移行段階の既存契約をどうするのかというのが大きな課題として浮かび上がっ

てきているということであります。 

 これは前々から申し上げておりましたけれども、自動更新というのは本当にそのままそ

っくり行くのか。やっぱり契約の結び直しなんですね。そうすると、どういう状況で移行さ

せるのかというのは、やはりそれなりの判断をしなければいけない。全く手をつけなくても

いいのかどうかというのは、ここで改めて浮かび上がってきたかと思います。これは大橋構

成員がおっしゃったように、極めてアンバランスな状況をつくってはよくないということ

ともつながりますので、今後この問題については、皆様のお知恵をいただきながら、よりス

ムーズな移行を目指したいと思います。 

 また、総務省におかれましては、きょう出たご議論あるいは懸念点等を踏まえて、さらに

事業者等に対して適切な対応をしていただきたいと思います。 

 また、この研究会におきましても、今後も必要に応じて総務省や関係の皆様方から状況を

お伺いしたり、ご意見を伺ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

 最後に、事務局から連絡事項等がございましたら、よろしくお願いします。 

【仲田料金サービス課課長補佐】  次回以降の会合につきましては、調整の上、事務局か

らご連絡いただいます。 

 また、繰り返しになりますが、構成員の皆様におかれましては、構成員限りとして封筒に

入れて配付させていただいております資料は、そのまま机上に残していただくようお願い

いたします。 

 以上でございます。 

【新美座長】  これにて本日の議事は全て終了いたしました。合同会議、ご熱心なご議論

に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 

以上 


